




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は閉々おる。

特許に閃ずる閃心が深く調杏槻閃i完仇Lていろ

大介業に於てさえ期かる事例に↑悩む場合かもし、0

況んや中小企業：こ．，於ては、事韮に充分介調性を行

う事を望み罰，：、・事業を間始して｛受柏利の対抗を

受げて苫境に陥るよう左危恰が須る多し、0

訂閉知技fi［と紙一斤のi）のが

多いか、その数：文極ふて閉名乞文杞り調介か円闘て

九つて[',．i‘斤期間1}、J；こナ八ての位刊，＇二つぎ予ふ血灼

たるへぎも辺）］）間在と富1'り出真をして衿，くとし、う

事は覧）く心手放を虻L;op:文1：不可fiじてちる。

4．外い］の充切こっし、ては外国；こtぐ：｝るぐ八実見的

期｀こに餃して牧国て 1f1Jし出生を行う時間がとうし

ても五れ怜ちてある。従つて牧曰て」し歎的こ閾心

が没し椙li二外国兄明，こっし、て十的こ，広汎;'.こ笥間の

日本特訂か外国人に与えられて］はて、［受且牧かにl

てそ，il 

にドしめられる巾例はい。

効塙刊を晶求しその椋,Fl]な、ff:【り：こする iが少くとし

公知技化；い合ごれ匁し古腐こ 9位利詭四，；く，噌ふ：：：せ

るかするよう二努力しているげれといこ cぅ措皿

が1狐斥勘間の制度のあるため：こ不可記と；ごつて、

外Ii;!)、IJ)．竹訂の小崎：c詞約江）ために事集を謡めた

り、或は外田に対し高し、・実紐：f

約するよう心こと、ー一衣る。 il1Jしこのよう心場合；二

9 1 {｝・）！i'」言を鳳丘しfこ砧尼、

外l」にしいI'jn,1 ｝かり投

t存i;［するとし、う市史を兄見し：ビ場合「ら主ぺ：

5. 良し、発明、考案がなされ、これか実覧ふれて一

般公鸞かを0〉り恵iこ浴ずることは蚊も囀ばしし事

て怠るか、往々こして工業所h1『＇仙度，：包用ずる

者土おる，・・,即ち兄1月力、考案））の介在な晶め羹/I心ヽ

技化、物晶に閃して出爪！し独占杭と取円［ （以近

の如き開しし寸牛数の出仇間を手不足U)富在陣容ズ阻

られた資料に弘ぎ審査ずるのておるから翫かろも

のが圏々特許、 歳録される事：ま止むを得太し、）、

而も何等これを実施することも九く秘かiこ闘斥期

間の経過ずるのを且つて他こ杭利上りIしこずるので

ある。

常に調丘を怠ら九し、大企業さえ、防・に資叶分類の

イヽ仙等か原因と↑ょつて事1]i」に迅切な処似を溝じ円

ず出恣する勘合が起る位てあるから、中小企業と
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Lては順うヽる，門質杭莉者の麿手を置げろ事ぱ先ず

-4叫配とし、うべぎておる。此場合除斥期間判度が

だけれは閉信は容易に作（決ずろかち悲質杯利者を

絶つ事；こ左る。

6.一月乞こ［L利笥[fl]の鮒釈1ま枕た菫flし、、しのとされ

ている C J!［lち開罰書、加明古にぱその兒明や考案

をおらしうる公知事例と比i唸して新規左点を明らか

に祝明してし、る出cl-）てはなく、ズ「砂許山求の範

四」や「笠釘請求の範団」の項の叫加、］その陀明

ぢ案りー）＇！

知り）t1的，こし，［及lーて I,ヽるから、明訃l内竺鼻明内
丈it左［』てf,)『だし::-c土公知て乞づてと0点ぶ摩li規
と認ふら礼札刊とどれた；；9＇'を刊 1r1げることは容易

-̀’よし、 C

皿吋富和1LI青よが可北厄場合にば、見利者ヵ』不当に

白己び）鼠利を広汎：、こ月＇（［！！

弘ごjした飼は公知冽で学'-・て、 J［い、る 1ヽ 当に広汎

；［公知何

,oャ）＇・ぎ事を上；；にして対

抗"；-ること力ごぎる。竺、':;)iこ！元）『真）i間 "J_)；I::』度が朽
ると、 1[L利轟iま尻斥斯ド［］後1ま仇，）a1、：ー-日こ］）髯利・「)

範判を広和こ上弘ずる見）か常ており、主張芦れた

飩：文全く対抗手）―．iが］こし、0

i ct i(L利．ハぷi

して・：只い例ど夕Il学して;"

害戌（月、『Ij決［タリに見られるいI:，J―＇一花るカ・ら、日：斥

肌叫::jfい」と ;,:1:J［後とては4『叶肛り杭刊応用い実

実I占―ーおつて、一飯1it人の．；‘J・：忍ま江しし、0

7. :f.¥訂尺者の立場：こ古つて考えて見てし、元来鯛

効事由を包）以してし、，ピ棺千1にあ乃ことう具明らかに

},：ごジに以［は位古的地位を久う宇・：ヽ ！ー［じ欠ぎ砧景

ておると訊収めるのが当然てあって、 これ，：｝樅衡平の

原則に合致ずることてもり、存竺期間の初期に於

て凱効土由が明らかになろうと改ぱ竺期に於て明

らか；こ左ろうとその点，こ変りはなし、筈てある。

特許が紐．らりと菜つてら、往占的地（上は失われるけ

れとも、その特許発明の実迎を紐伍ずることは勿

論可能なのズある。

賦効富刊の寓決確定により牡叶叩ま初めから無か

っ乙しのと石倣されるが、実尉1ま確定ぎての間独

占的地位に座してその肋計椛による利益を得てい
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たのてもるから以て［r［ずJ 、きてもると土閉える。

8. lン[lてに対し除Ji期間を設くへしと主弘ナる綸者

の理由こずるところぱ杭利の安定化（従って廿利

に対する出iゾ・｛喜0)信用がiり応れること、斤利売買

を1廿ii]9 : --(J・し、胃ること）な： Îり胄るとし、うこお巧。

然 Lこれ{;t公益を以惚目的とす巧江刊伽度の見神

を加、t見［た仝くーカ的斉主りJこ99'、]はいる1立利：こ

つ＼、、てし架＇Jドの信用を得、或は1旱'i'乃刊益を1万そ

うとする一部権利占り）『iji,tiこ仁［つて一般公衆の利

益な布おうとするに名fL¥、、3 、|i,9＇り富判戸酎え得る

充分心特汀19l呵おろ発明、考案ておるならは元来そ

れにふどJ）しし し、るのごおる。

仮り；こ出責な｛り人と↑乙又しよijし点1ビ、んとナる椅利

に団して冗II及ろ｛［ふと 19、『[』Iと(・}んとする芦らば

杜以怠るり門真0汽：，尺―:＇斗な木めれ： ［よろしく又そ

れヵ〗正ュli 竺行ぎ方てら＇）、出資且、買受占 i．巳要

ならはl叫嘉応『及て自ら）杖引内妥土を訂るてあろ

う。

刷述したように中小企吃一般ことつてら、否中小

企栗U)方か一｝冒L:一、 1'，］月：］［］月釘）i臼りを唸乃虞りあ

るに拘らず、：ふ斤期間ヵ鼻11 u」ヽ 含］；の立場力，ら心麦

て主ると L、又元切応，芯促汎：二名な忙り成：か1い」ヽ

企閏：こ文、jする1IIj直に使呆 Lて一1,」：少数0利益)_;,;又

を計ろうとずる丁9E：こ：tii:1拠ごぎ：tし、 ‘o

現在国会こお｛｝る『l、1，訂；エ賃J‘i改正案＇裔議に三

り、 と心：｝ること J)可否：こつ

し::％一託！こ：れつつ怠るに［う間及U主すが、外田人

に対して」仇賢iこ広範汀’I,j叶槍か{j-1分せられ、紐灼

事由がもちに 9し拘ら：l亨爪期間（')おるために、こ

れな佃尻）とすること，1J;•こぎ左 I, 、 -c 、 4f；：い1、ヽIi1こ

佑臆りご｝Lる］『［吋・うし包く］う［）定す-0)て、 :::_ CりI'八iっiふ

国五染な育成し外貸 lこ）；7:：出を[)j止する旦地I1いら改

正仏案通り仄斥期l閏和りし」しきれるよう蝕i青し、たし

ます。紅IIぢ考迄に、辛協会噌け冷11が、最；、圧託恰

した苦干の実例を添付し、たし主ず。

例 1

担了：打油化学岱門こ、ー革新的拉吋］として団内＿，i:者

が塁］、訂成な希望してし、る A囚及eB国内一直化’;'.
会ti: り）フフントがある力；、 C 国の似械公社—9ヵ凰に、

□1：の主要プロセスの且木訂許を取得していること
が判開した。同砂許は、公知事実を超えた広範はら

のてあるが、防斥馴閏な圧過しているのて、どうこ

もならなし、。刷出 Cl月の会［Lは、竹11,fを翫冑しては

し、るか、実際の技術はなし、0

従つて、一つの拉惰を這入するの：こ、本｛、紐灼で

あるべき特汀のライセンスを受け互げれば;.J：ら左し、

不者1；合を生じてし、る。

例 2

舶凰出伽こ凹し、直合国人戦佼畠置令によつて非

常に広し，［い汀位が戎る外国会外に対し；；『名れてし、

る。只己こなってわ，が［汀こt,3し、ても、注D‘どれるよ

う1ご． iご：った。

本『！；；］に対しては仇噂書乎lliここtり鰈効とずるか少

くと、；璧利罰団をi戌糸亡，：：せて枠汀こ応ご；い構造の

i〉.)を閃i乍ずること、か可能てあると判It斤されるが、

既に［汽「翡I]『立］が任辺し、不当に広94省利ヵ屈；じして

し、るfこi，!］誓刊を逃1-）` た；；圧計は不可介ビてもつて、ポ当

だ実凡WIか文払つて望約をすることが必要と L；つて

し、る。

例 3

亮心設罰につき、 A[]会社は、木円(1)]1J;’i工りも

著しく瓜範〗：I（i利を日本において取得している（こ

れしょ、わかに『［％午I『の富査予汎Iか不足ずるために、

本1月り）乳訂^ J)ように害丘官か杵利を狭くして印五『し

ぇ~(;いったと孤察これる）。

、以迂、本］丘］に知する及置ヵ；注日さ，｝してぎ応が、

〗も言ク[)[]［1]畠］か粍過してし、るために、伽効審判をは

して旦効にするか、枷利を減罰ずること江小可記ズ‘

あろ化）て、大き＼悶！！乳社と払つて、杭利を侵害しなし、

投計むf」つだ。

例 4

九る金屈杜fl［こ閃Lい：外曰会什ぇ、広汎い「！；『を所

1, i し、 A 会｛上が乳！！：夜］言『ij を•二UIりよし、 B 会社ーJ ＇この面

1'1]にご、加してし、たが、 A会礼：むl:i叶位轟と所『鱈して

審刊晶土を取下げ此；だ心にB公社は：改めて 17らり[:、「Il

を諮求しようとした左崖iこ似斥］［）］［叫喜正してし、た

の文目的を児し得なかつ二

-区)特汀に係る金属月甘は州仏檬部品の製瓜．ム;ii‘iこ~

足Ji巳要I;：cものてもるfこふ、

仕ヵ:1泊記外1」1会社．と実池契約を釘＼．：、、一とと余依心く

さ｝し.-cし、る。

・（月 5

A会れヵえば某冒IJ,」＼ら1lt＼門い」`ー、:-：m cー→隻［（『な
進めてい此通信払似，こついて、むる外国公にか正要

な化訃な噌打してし、ること正月明し、真査し此とこ

ろ有力ば、1!＼効村llを充見することがてきにか[:'.、斥期



間経過後であったために無効とすることができなか

った。右長置は緊急を要するものであり完成に近か

ったげれども止むなく多大た犠牲を払つて改造を行

い嘲＜納入することがて含た。

58. 昭和34年6月11日付 審査、審判促進に関す

る具申書

（井上特許庁長官宛、日本特許協会会長）

本年 1月の貴庁と当協会との定例連絡会議の席上

貴殿九ら符II要求しらり、更に丁菜所有柁関係改正案

の国会における審議経過に鑑み、審査、審判の促進、

貴庁に出訊する発明考案の質の向上、書類の完備並

びに買庁における『l]容及び資料の整備笠は緊急を要

する問題と思料し、当協会においても広く会員に呼

相けて問題点を集め、これを当協会特許管理委員会

において略理立案［刑事会において検言jーした結果の

要点を故に具中する。

幸に何等かの御参考になれば幸甚であって多くの問

題は旦什化の為に今後の努カヵ喜日まれる土のである

が当協会は柏極的に御協力中上げる所存てある。

記

1. 出願明細書の完備について。

出願書類の不備或いは明細書の記述不全のため

に開宍されることも少なくないし、発明を公表さ

せる叩斤午制度の本冒と特許公｝］の文怜仇的価値高揚

などに鑑みても、明罰書の書ぎ方をより良く改善

指塁::こと、戎いは不仰不↑を理由としての制

裁内処分などし区要となるてあろう。

しかしこれらの啓発指適又は処分を適切に行う

ためには、先ず以つて＂各技術分野別の模範明細

書の史例を作成ずる＂ことを荊提とし芯ければた

らない。

2. 審脊、需判の方式について。

告杏、審判ハ篇易化について色々t,、四見が出さ

れている。しかし過渡的非常桔置：，ま別として、中

途半端の箇易化は不服容の頻発となり真の促進に

な,,'だし、と思う。

公知例調在範囲を厳格に縮小間限することは審

壺官の不勉独をもたらずような危惧があるから恒

常杓制度並びに」『；行としては尻状程度ヵ卯難でも

ろう。

尚、一音［に牡定不版の抗告審判は自刊せすに初

審公・いこ止めるという意見u応るが、丈質上大し

た負担軽減になら入いのては衣し、かと，いわれる。
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3. 審壺基準について

審査基準弓1上げの声が特に実用新案と意匠につ

いて多い。かつて本協会から出された実用新案閲

度廃止論と共通の趣旨から出ているものと思われ

る。この声を更に追究して見ると、基準引上げより

も先ず基準の統一的励行ということが先決問題(!)

ように思われるので、色々困羹『の予想されろ甚準

引ビドの問闘ま後にしても、審査基準を公開しそ

の統一的な励行を当面の実行策として要望したい。

4. 非常措置（無審査、提案居出制度、拒絶条件付

叫匝、調査筒閂限定等）について。

異常な停罪付数を消化しようとするのであるか

ら、何等かの非常措置を要するのであろうことは

当然といえる。しかし現行法の枠内て行い得るも

のには色々た無理や弊害が起り易く、一方非常立

法による椙置を考えるとなると筒単に結諭も得難

く政附当局のこれに対する'|青勢を知らずに討議ず

ることも無尉が多いと思われるから、この際現行

法の枠内で大ぎな無理弊害の生じない施策を推進

し、非常立法について｝ま今後貨庁の御意向に基づ

いてさらに検訂ずる。

5. 特許庁職員の増他について。

農近次第1こ増弧iされつつあるけれども、更に格

位の努力が必要てある。この場合、審査、審判の直

接部門だげてなくこれに即応して管理補強部門を

含めて特訂庁仝般の潤和のある増強でなければな

ら次いし、恥こ祈規採用の増員のみてなく、有能

経験者の温存強化を忘れてはならない。

特許月の収支予算の枠内においても充分増弧余

力は見込み告ると思うが、むしろ特許行政の使命

に鑑みて、これを超越した増強策が採られるべき

であって、この際本協会はかかる批論の中核体と

して、通産賞の入でなく政府当局筋へ禎極的な慟

きかけを行うたけの熱意をもつておる。

庁に対しては現況に適合した具体的な増控計両

を求めて、推進の裏付けとすべきてあろう。

6. 特訂庁職員の待遇改善1こついて。

会社における特計業務と同様、特許庁談員の特

駄性を諄霞し此待遇改曽（例えば特別乳としての

処遇勺一部恥旦に対する仰閃制度なと）を行うべ

きであるが、審査審判官と一般職との給与均衡、

胆訪名課による五与制度匁とを検酎して悪平等の

管を生まないように考陀すること。
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更に服務環撓びー）改怜もm要衣諜悶こある。
以上の間題も単に牡訂庁だげては鮒決てきない

面があるだろうから閃係甘r［に対し然るべ，；要唱

せられんことを隼むと詞間に本悩会としてもこれ

に椀力する所仔ごある。

7. Iiピカ、 介ビホ 0) 向」••しこつし、て。

寓査、需Iljり指沿的り記古は託Jili9'氏とすること

或し、iilJI・作制度U)改苫り直化なとにエる竹由．il［恥＼

の記）J 向 l•土．と切述の待迅とを flIせて円処‘これとし、 'o

古面審迎の原則を凸つて：こ心ら；匁し、ばれとも、

応扱他設の改羞などによつて斗ili芦(/)「 i叫況叫を

より良く受入れる植鰐こよつて記翡り向上などえ

られたし ‘o

8. 載且配i筐の合J州［いこ／ンし、て。

グルーフ~宕介間戊 I, 、は大丘在宜詞，＇とととし、う古

があるが、具休的iこと、：） 1， ヽう＇嘉仔万人が」こし、 •i);I) 、

箇単に給諭つ；｝ることはむすかしし、。然し＇嘉 f且長

準の統一向上その他富省の質的向上0)恥こ：ま、少

くとも粋験の沢し、富存i.9ド）兄lしi,fiこCtつて徒いこ芥

査liii立の培大なはかる~ーとは汀支しく、＇こしゾ）こち

るから、害育刊定じ）町伽1い月 f~r；欠どの祖；『）幻詞度

を凸｝廿ずるよう心配四の合刑化，い．し99rli Lし、0

又前にも込J^fことtうに，f、行、五刊0|旦に間且加

門IWのjfJ骰Jフ｝L：丈かJ<li]た［こと：文勺jn刊ごある。

9. 資料文献の聾闘j：こっし、て、

当面の審介応［力儀の最重点を匁！間、l凶ご訪つ

て、正当つて理店のイ本詞を現出ナ乙こと：：：出不だ

くとも早臼に且体化｝へぎておる。

すなわち、

叫贋；五胄の「，；，1て畠介こ利用これてし、る召平I

を辰製してこれな・＋及：こ刊川、こ＜せる伽i』と〗.;;:,こ

と。審在）liカートシスフ］、！こ/.)し、ては[I:［も：こ叶珈

研究にふ手し、 1’Ii]］［新的ここし実試に移ること。

なとは是』と↓実行辻られたし、0

10. 料金について。

出願料、登鑓ふエ‘li ;l i'Iのりl上：）＼こよつて出い

件数を抑割するとし、う声もあるが、このよう［カ

針は発明反励に逆打ずるから汀ましくなし、0

11. 升理士業務について。

出願若手料を下げて成功謝金を[•：げることか出

願の質的改好に役立つのてはないかという声かあ

り、一考に値するてあろう。

弁理士の専門化は呈口に実行は困雉てあろうけ

れとも、 玩在の法作、拉術の 2木吃を例えば、

法律、雷気、槻板、化学の相度には内門化切）方向

をとり、これによつて！li許菜務の質的改笠如まか

るべき・しある。

12. オ［会的将蒙につ¥,‘て

特計孔，il1文に対オる字1玄l訂虞いい文五年巳，こ凸まり

つつある。この認誡向い）心［要性は単こ布ft（足逢

に； ］ 0) ことズはなし~、がこのよう左社会凪怜j,l_)II,-c 

こそ一／仇適切な啓蒙活動か望まれる。

一例としてのへれは出l糾仙公知倒の鷹宜［））i紋底

に、各大学における工業所hl存閃係講庄開講等が

もる。

以上訂述した需青促鬼方策を炭約ずると―卜，，亡しり

通りとなる。

1． 出罰の質を向j・・どせる九めにi欠豆）加軍を晶．する

こと。

ィ、竹計1訓度に対ずる名［会的『言を（J'+:う。

1コ、 J'じ備［た出願明罰古の作成を指峠ずる。

ハ、出願人の出罰附公知例調青を札''.釘化‘ーじるc

二、弁旺士を内門化する。

2． 出mrii]の公知例謁在の］こ］）i'

寸ること。

3. 牡』庁械員の］悶燒を改苫すろ-―と「

4， 門訂庁朦員の竹氾を改苦寸ること。

5. 牡訂庁ll嵐員を増住ずること Q

6． 閉計庁職旦の能力1I,9,Jト'をはかること Q

7． 埓召riI州の統一柏J上をはかること。
8. 口しなく JI'［け』',1i笞をとる闊合iよ屈門ずc： 11斤~を土

,'，}杉：，;Jlて汀巴）1J:，れることの；牙し、,tうこず〉：こと。

59. 昭和34年8月17日付 著作権法改正に対する

要望書

｀晶爪字j公素［自局旦官兄、且本孔，］ti砂丘会に）

ト1本特許協会におきこしては昭和35年1刀1Hよ

り誨｛I:,_:れぇす改正ぷIIf且、及ひ伽籾丘去をt凡，］し、たし

ましたところ、こび）改ILに付い苫(il宜止との関辿ら

予分に生じて参り主しfこり）ズ、 卜，心の、＇i．に［月し著作

髯‘1噂，このI；恥的に1飩名慮下された＜要望し、たしま

す。

1. 訟匠i作と苫作椛法との役］係を明確にすること。

（迎由）

新意圧法第26条には謡匠権者、専用実槌権者人しま

迎祖実施権者は迂緑意匠又は立緑怠匠の知似四匠



か、その出願前に生じた他人の著作権に制触ずる

とぎは、その著作権者の許lIIがないと実施できな

いことになつている。然るに著作杵誌の対象と左

ろ著作物の範団が明瞭てない。特に応用英術品例

えば織物の意匠、ポスター、 Jム告の図案等に著作

｛祖ぶ生ずるか占かが開四てある。 1k国の著作罰‘しよ

は発生主波をとつている関係上、審査した後登録

されて始めて発生する意匠栢とのかね合いから著

作楡法の対象を明かにして同法上に明定して拾<

必要がある。

又上記と逆に著作権がその生じた以前の意匠椛

と訊触することもあり得るので、本条と同様氾旨

の規定を著作権法に設けることを希瑣する。

2. 著作権と意匠椛ぱ｛呆謹期間に非常な恙があるの

て一方の梢滅後、他の杭利との閃係を明確にずる

-レ， ＿ し一~゜
直由）

署竹権の保設期間は一般の著作物におつては、胃

作者の生宥中と死後30年間継続L、日1体著作物や

熊名習作物なとは発行後30年継続するのに対し、

意匠権の保護期間は廷鉗後15年文ある。従つて在

匠潅と著作枠の祇触ナる場合、意匠椛の方が苫作

権の発生よりも先願であった場合は、意匠権消滅

後らなお引統ぎそのだ胃を実施てぎるように明定

しておしヽ てし、ただぎfこし， 90 

3. 介業活動と著作権との関連を明確にすること。

（刑由）

応用美術に著作権が認、められるような気運かある

が、例えば会社従党員が勤務に関しなした著作物

についてぱその帰屈が朋雁てないので何等かの措

間を講ぜられにい。

又、マイクロフイルム等による文献複写と著作

椛との関係をけ］かにしていただきたい。

4， 商標権と宵作権との関係を明確にずること。

（理由）

新商標法第29条には商標権者は指定商品について

の登録商秤の使用が、その使用り）熊様によりその

登録商控の出願日以前に生じた他人の苦作権と抵

触ナると彦は、指定商品のうも抵触する部分につ

して、その態i，ドにより立條商標の使用をすること

がてきないことを規定している。従つて商椋権者

はそのような態様により商標を使用するときは著

作者の許叶を受けないと使用がてぎないものと冒
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せられている。然るに本条と逆に著作権がその生

じた以前の他の登録商棟と祗触する場合もあり得

る。依つて本条と同杭趣旨の規定を著作権法にも

設げることを希望ずる。

60. 昭和34年9月 1日付 特許庁の審査、審判処

理促進に関する陳情書

（大蔵大臣、通産大臣他宛、日本特許協会会員

会社有志 16社）

工業所布棺制度が技ilrの進歩と庁業の発逹のため

に極めて重要な役割を果していることは今更申す迄

もない所でありますが、最近肋許庁におげる審査、

審罪処理が遅汀し、その糾果権利(1)屈護が完仝に行

われず、技術の研究意欲を阻古L、その公開と実施

が遅れるぐ享稲々の小部合を木していますがこのまま

の乳態を餃i贔'：Lておく場合には、本間度の趣旨が没

却吝れわか国のP[翌発辻上憂慮、すへぎ事態の発生さ

えも予想されますのて、本年て月衆参両議院に於け

る改正特副；よ案可決の［原の附帯決贔の趣旨に沿つて

審府及び審判の処迎促進のための画期的な施策を溝

ぜられたくそのため特に左記の市項を速かに実施下

さるよう飩情します。

記

1. 堆租している審有、審判件数の一掃につき実効

おる対類を樹立すること。

2. 前項し八趣旨を実現するため特叶広を初め工業所

有杵に関する法律の改正に伴う特許料、登録料及

び手数床IG'）｛直上けによる増収はこれを次の通り使

用されたし、0

(1) 審査官、需刊官の大1[1糾曽員。

(2) 設備、四料、 V闘昂等の充実及び執務界撓の改

善

3. 富杏宜、審判官の職務の牡殊性並びに有能人材

確保の困難性に鍔み適刊な特別給与制度を考慮

し、そし勺待遇を速やかに改善すること。

沖電気工業株式会社

協和醒酵工業株式会社

三共株式会仕

住友化学工業株式会社

住友金属工業株式会社

仕友電気L業株式会社

武田菜品工業株式会社

東京芝浦電気株式会社

東洋高工工業株式会社
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東洋レーヨン株式会社

日本鋼管株式会社

株式会社日立製作所

宮士写真フイルム株式会社

松下電器産業株式会社

三菱沿船株式会社

三菱霞機株式会社

61. 昭和34年9月 1日付 特許庁の審査、審判処

理促進に関する陳惰書

（大蔵大臣、近立大臣他宛、日本特凸協会会長）

本協会は、特許庁の番在、審判処理促上のため昭

和35年度の予算増加、客査官、客判官の待遇改苦に

関し下記の通りの理由により、 f東情いたしまず。何

卒牡別の御詮議を以て、これが実況こつき御高配を

賜わりた＜御願い中上げます。

会員会社 119社

（理 Ill)

本打3月特許等工業所有権に関する改正案が衆参

両1;,ム［に於いて審祇可決されるに当り、両1此とも本会

訊に於いて、審在、審判の促進に努め特に滞積せる

未処分出願を一帰するため画期的方途を講ずるこ

と、審査官、富詞官の増員を行い併せてその待遇を速

かに改笠し、有飢なる人材の確保に追飴なきを期す

ること及び設備、資材、備品等を充夫すると共に、

執務環境の改酋及ひ執務能率の向上を図ること等の

諸点に閃し具体的実施計四をたて、必要な経費を旱

し極力＇との実現に努むへき旨の附帯決議が

つげられた事は開こ伽瓜知の通りーしある。

牡叶）『においても逐年激増する出加：こ対処するた

め人員のJ賃加及ひ設伽の充実に努力されてはいる

が、従来料度の拡充ては所謁況伍に水程度の効呆し

かなく未処理件数は益々滞る一方ズ午急に事態を改

；＼し／［し、限り如何とも［難い状態に陥り、産業界に

混乱を来すことに火を打るよりも明かてある。

本協会は1沼和13年設立以来、工業所有権に関ずる

各種の専門委い会を設庁、会員に対する指導啓発及

じ牡汀庁との協力に1心力して来たか、打，こ昭和20年

以開は苺月特許り：i品と協会理事会とか定例連絡会

議を持つて終戦処理、特許閲係の条約の改直、特許

法等の改正、寓在甚準の而立、発明の奨励、その他

工業所有杭仝般の諸間題について意見の交換及ひ具

中を（jい、本邦」ー業所h権制度の近片hこ閃し全力を

注いでいるらのてある。

特許庁にt3いても今春来特別委且会を設け、種々

検討された帖東今般宕在審1ll幻児促進綜合苅箪を決

定され、それに必要な手算オ附歓を講じておられる由

であるが、該綜合対策の内容は概ね当協会の要望と

一致している。而して審査岳判かどれるた幻こJ心閻

業界としては次の如き不侠かある。

(1) 権利者（発明石）側から見ると公臼になるまで

に第三者に校倣され、或は杭利使用となる改艮品

を売出されても、これを阻止する何等の権利もな

いためJI-'品心祖害を蒙る。国捻潤］の交通及び文追

が数日んIiihこいわれ、且つ一般技術水準か向上し

た結果、 t廿願人の的許品と同一品を作ることは容

易である。現在の様に出願公告になるまズに2~3

年もかかる｀［うではその間いこ拉両が逃歩し、或は

流行が裳づて充明品の商元か忍つていることかあ

る。か力:る仰I丘］は薬品、ぶ］応用品等に多い心よ

折角登趾になつてから｛え古者を差押えても相手が

破産し或は行方を誨まし、損古賠似をとることが

出来ないこともある。

(2) 官庁納品の入札の場合含恥凸号があることは布

利てあるが、審査が迎れるとそれを早急に利用出

来なし ‘o

(3) 発明売込u且妙合単に出願中というたけては相手

方は交沙に応することが比来ない。公告になつた

ものであれは話が早い。銀行の融査も同廿＇くであ

る。

(4) 自己の出願か旱く公告になれば、その公報を援

用して後It恨化）紅録を排斥出東乙；ゞ、遅れていると

同一で心い限り僅かな改且~i.C)-）あるものを他Jぐこ

怖利をとられ、事業に詞約を受ける。

(5) 第二者の立場からすると、特計出願中と宜伝さ

れると、 うつかり同種の製品な企業化出牙ごしこい。

多くの場合心全に独想的I_)いぶまなく、 I付外人叫

を参考にし砧冗を進め、箱饂品を作り出戸＇ Jてあ

るから、相手の権利内容がはつきりするまでは事

業化出来ない。大休先行拉術を調在し、この辺を

避けれは訊触しないだろうと 0予想の下に企来化

するが、まどかと思う点か、特咋或は新案として

公化になり大損古を蒙ることが屈々ある。

又外国との交渉の場合、交渉がぷは成立するま

.Cは特許出願の阿容は教えてくれない。このため

法外の実如行を吹掛けられる。特に外国人元明の



場合、製品の構造及び製江の詳細を知りうる文献

しまり『明細書てもる。本邦且礼」の開発育成の促進

化のためにも技術文荊としての明糾書の迅速な刊

行か切望される。

(6) 審査が長引き、忘れた頃に匁つて登j]になるこ

としま発明者の発明急欲を低下する。発明者は自己

の発明が製品化され、或ぱ登録されることに誇り

と喜‘：）を感ずるのてあるが、臼分の発間の登録が

遅れ、その間にと［どし侵古される様ごば馬鹿馬

鹿しくなる。

(7) 宕詞の遅延につ＼、ても同杭こあって、担絶査定

不即誓告審判の遅れる事は審杏の遅れ，：：｝ことと同

様の不便がある。

特iこ異議申立てに勝つて安心して事菜化してい

ると 2~3年たってから抗告霜で許されることが

ある。無効審判、権利範［罪I確認審判についても最

後(I)富決乃至に判決がある主てに数年↓J,＿しかかる

ようては権利者にとつても、第竺者にとつても甚

だ不安てある。

次，こ富査官の人員不足、賢埃者の不足及び資材

不伽rJ）ために次の如き不都合ヵある。即ち審査

官、審判宜が専門技術に賠いと異議1い立て或は対

立富判において両崇事者の主張のどちらか正しい

か理鮮するのに闊畠］がかかり、決定が五れる。従

つて審査官及び審判官ぱ受持の技術部門及ひ関連

産業り〕動向に即る＜、その1_li]｛，辺文献を聾旺し、或

は工場に出掛けて如新のf奸詞知識を籾ておく必要
がある。然るに、現状て；よ審査及ひ審判事務に追

われ、又予算か左いために実現されてい左い。よ

つて外口のようだ□富な帥容と、審査氏行の整備
と、審査官の研修制度の充実とか切望される。

最筏らご特許審査、審判事務＇特異性、こついて

触れ？げればたらだし ‘o

特許明細占は技術文竹代の中て最も難解てあるこ

といiiに日本だげてなく世岩共通のことてある。

それは明細書に単入る技術紹介文でなく、権利の

及ぶべき技約的範囲を決める法符的効果があるか

らである。従って4了に特計諸求範囲及び杜利範囲

に関係克る部分の記述は拍象的で難鮨てある。更

に新しい技術に関するものであるから、技杞内容

の理解にも囚難があり、原子炉、ニレクトロニク

ス、高分子化学的［］進月抄の韮業でい品閃知識を

得るための参考書すら乏しい。又数百頁にも及ぶ
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閃細書を読んて理解するだけでも大変てある。し

かも託んで判ればよいだ，｝てなく、それがら要旨

を判断し、公知例と比校した上でインベンティブ・

スうップの布無を見なげればならぬのであるから

研究のように或る所までやつて駄目たら放り出し

てよいというものではない。更に特許事務が困難

である重要な点は、平に専門技術だけてなく、特

許怯その他関係仏規及び氾上の審判決例を知つて

し、なげればたらなしヽ こと ・cしある。

この様に審脊及ひ審判官は技術及び法律の両面

に粕通してしる必要がある1まがりで衣く内容の理

解の外に詞：hと判断とを要し、更に少くとも英独

両国語の文献を読む力が必要てある。しかも仕事

が地抹で根気を要し、理解及び判断を誤ると業界

に混乱を来す。然るにも拘らず待遇は決してよい

方てなく尺間人に比べると低い。このため採用試

験に合格して出汎任しないらの、或：土折角熟練し

て此ても弁理土を開業し、或ぱ他に転出する人が

あるのは遺憾てある。よって裁判官に準ずる身分

保1泣と待遇の改苫とを図ろ必要があるらのと思料

する。

以上述べた理由により特許庁の審査、審判処理

の促凱を画期的に行うためにiま予算の此こ於て大

船左増加を必要とするのて、昭和35年良の予算計

上に当つてはこの点を充分に御賢察の上特に昭和

34勺度以降にが、‘いては特訂庁の収入は『数料、特

訊料二の値上によって従末の 2倍に迂い増収とな

るから、極力これを特許庁へ還元し、本年3月の

衆乙同院本会訊巧附術決議を具現する窓味に於て

も本t~］会の開青の意のあるところを仰汲とりの上

特別の御砕議を以て予算の培韻並0に審査官審判

宜の行迅改羞に御賛I司下され、その実現に御高配

賜り之く御願い中上げる次第である。

62. 昭和35年4月14日付 意匠登録出願の審査に

関する要望書

（特訂庁長官宛、日本特許協会会長）

要望の趣旨

質勾：承の通り、日本特許協会iま、工業万打権制度

の運用に関し主管庁てある貴庁と密接な連絡のもと

に、その過王化と改善につき種々意見を具申致しま

すとともに、板二）心じ能うかきりの協力を致して参

りましたか、これ偏に健全な工業所有権思想の普及
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と発展0)一職を担うことを念願するからに外なりま

せん。

しかしながら、工業所有椛制度の実院的運用方法

は、運用の中心てある貴月？）侃方釦、就中」．業所有

権の出願に対する審査の御方針か朋確に世間一般に

厨知徹底:れ、且つそれら，か経済界の実情に合致す

るように運用されることか、その円滑化と適止化を

期するための必須要件の一つてあると伝するものて

ありますc

当協会と致しましては、この見地からかねて各種

委只会を設：ナて四法の適正な巡用に✓.）き研完蚊し、

既に特許、実用新案については、制度の各般に亘つ

た稲々な意，見を具巾致しましたが、直Jrにおfぃれて
も審査便覧の公開等により積極的に方釘を明確化さ

れ迎用の改将を図られましたことい誡に時機こ適し

た枯置て訊ると存辻られ社、す。

しかるに、意匠に関し吐しては、河年国民グ炭心

が高まり、その出願ぶ急激に増加して参りきしたの

は喜は［いことてありますが1国民一般の真の詑識と

坪解は未たしの感ヵあり、国際的には意匠ぶ磨用の問

題を占起し、人国内的には栓利の濫用と覚しき事例

をしばし，9：見受けまずことは甚だ氾1位とするところ

であり、同法連用の改善になおー雇の努力を要する

ものと存ぜられまず。

当1夜会と致しましては、意匠に対する研究開始が

遅れ、まだこれという行の御協力を致さなかつた次

第［あり立ずが、翌ればせなヵミらも間和33年皮より

意匠委員会を設置し、これを中心として意匠に関す

る晶問題を検討して参りま l]こところ、意庁伯度運

用の現状は経済界の実薦と国際的基準に賠らし、疑

間とする事例が多々見受いられ、これヵ；解明と改善

に一転機を要するものと存せられるに至りました。

由来、粁済ぱ牛芦物，-あり、その流れは国1界的／ぷ

がりをもつて時々判々変翫し、進旦してゆ＜ i[ので

あります。従つて意匠のように、その客休が経済の

汎れに訟つて激しし、変貌を斤寸て1])，＼もの豆）貞の姿

を見極めるには、その背景としての内外の経済界の

実店を知舌ナるとといこ、そ J_)実態こ叩した法の運

用により保護の限界を＇慎重かつ明確に定めることが

要諮これるものと存ぜられまず。よって、費けにお

かれましてば、新；よぷ施行ふれる今日を機会こ、従

来の1i』度連用、殊に審化の御方針：こ根本的再検m]を

り[1，とられ、 [J]際的只『と経済界の実情、こマノチした

連用基年を確立されると共に、国民の大多数が納得

し得る運用かょざれるよう御配慮頂ぎにく切こ希望

する次第であります。

要塑事項

前述の趣旨に基き、当協会は今回特に左記の事項

につき貴片の御高配を要望するもの:]うりま―j。

1. 先ず、審査、審判に当つて慈匠登録の対象を明

確ならしめるよう、殊に

(1) 客美感の乏しいもの

(2) 搬椛を主とするもの

図 創作力の『忽ぶうちれなし、もの

は、意匠在録から掛Iーも知されたし、ことでありさず。

改正法において丘［位の観立として「祝覚を通して

美感を起させるもの」の一項が明記されたこと及び

意匠登録の娑件として「創作力」が1月示されたこと

は、従来の法粋0)不備な点を是正ずるものとして共

感を覚える土のてあります。［かしだいら従1祈規

であるというだけで登録された事例が多く見受けら

れますが、今後この種のものは一切払拭され匁げれ

ii宣らぬら町と考とられまず。殊に、怠匠法には公

告制度がなく、公架審査の道が防されておりますだ

けに、そび）瞥者の生しないような審介基準の質的向

上が望まれる次第てあります。

一方、 改正法において、 紅匠権ぴ）仔続期間が 10

年から 15年に改められましたこと1ま意匠の特異性

か認識された上での招置であると存せられまずぶ、

今回の改正により実用新案の豆録基年が高度化され

る結果、実用新案としても登録し難いような単なる

骰訂変更打度のもの乃至は平ti::;る根記を示すに過ぎ

ないものが意匠権として成立している実情ば、保晶

期間の延只と共に第口渚への屁響を考慮し年いこ汀意

を要すろところと存ぜられます。近年「工業デザイ

ン」乃至「グッドデザイン」の認識ヵ・:高まり工業製

品の形態的諒びに檄他的進歩に薯しい影響を与えて

参りましたことは喜ばしいことでありますが、所請

工業デザイン或はグ／ドテサインの吋定基準乃令は

社会的通念と、意匝法に制定された意匹の登位蒻要件

とは恨本的こ相違し、前者は桟能、材料の布，；f]な使

用、経済性等↓重要な要件てあるこ反し、後者は外

観上の審美感のみを席査すれは足ることは云うまで

ももりませ、かし。従来の登録例くと見ると両者を品同し

たかの如く疑われるものもありまずからかかること

のないよう以」に希望ずる次第であります。



2. 次に権利の明確化に関し御検討を得たいことで

あり主す。

当協会委員会において従来の登録意匠を公報によ

り検討致し定したところ、意匠の対象としては不適

格と息われるもの及び権利範囲の判断し雌いものが

相当多数見受けられました。この釉の涵匠が登録さ

れます限り、 i脊利の濫用や侵害の防止は容易に逹成

され左いことを夏えるものてあります。

3. 更に、当協会は、意四の審査方に準を一日も早く

確立され、公開されることを要望致します。

従よの制度運用」：の欠陥｝臼へ＇『盾は、急激に増加

した出願に対処する確固たる態分のないままに、審

杏が行われて来たことにもその一囚があると考えら

れます。よつて連やかに貴／『の御方針とフラクティ

スを御決定の上、国民に指針を御示しになるよう要

望する次第てあります。

上幻各要望事項ば、新法肋行に当り：片協会として

当而の要得であり、是非とも貞庁の格別の御高国を

妬したい事項てあります。もし、このままに放置政

しますならば意［庄払の保護を亨：：し得たいはずの出

願が立録され、延いては程度の低い出顧か激増し、

国民の登鉗謡匠に対する不信と疑惑を招き、この法

律の和J廿価値を著しく低減するばかりてなく、国内

外の信用をも損う似れなしとしません。

ょって当協会は、今般改正意『法が施行されます

のを棋会に、従うi、(l)法館とその連用に包蔽されるこ

れらの矛眉を是正し、国際晶州と経済界しり実情に合

致した運用かなされることを切望し、今般意匠登録

出願の席査等の届準事項に関ずる諸要望ビ日申する

次第てあります。

当協会と致しましては、改正法の下における邸匠

制度連用の改善と向卜を図る；こめ、左記の提案を致

しまずから、本捉案を御採加lりるよう釦加ヽ申し上

げまず。

1. 席在陣容の払充と強化について

最近の窓匠出騒の：］増と罪済界一般(l)迂府に対す

る認識の高揚に伴い、国民の関しは、貴庁の意l臣審

査部門の充実に向）・られて参り主した。このように

意匠審府の貴庁におげる比．i［か壻大してよた現状に

おいては、現審査第1部意匠課を独立の部に昇格せ

しめ、益々増加ナる出願を迅迎正確に処刑ずる必要

があると硝惑され主ず。この cl:うな御枯鳳ま今直ち

に御採択し得ないこととは存じますが、その実現に
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向つて何分の御高配賜わりたく存じます。

次に、意匠奔査'I『は必すしも美術出身の方ばかり

てなく、広く貞庁他部客査官の中からも忍材を求

め、新進気鋭の審査官を養成されることを提案致し

まず。

従来、 1日江下の審在における欠餡の一つとして、

機械器具等に対する資料不足が挙げられまずが、こ

れに貴月他部門との知識、＇食料の交流 1こ¢いって改淳

されるものと考えられます。このために、過渡的措

置として審査第2、3、4各部の審査官中より適材を

求` ＇，りて、紅匠審査官を兼官どせ、常時吹体ィ芥査に参加

さセる案を御考庫］頁いては如何かと存七られます。

2. 審在資料の整備について

審府資料の分類皇．備については、常に祉II心がけ頂

いていることとは存じまずが、一般的賓料ばかりで

なく、意匠部門に特許公緑、実用新案公報等を備え

つげ、これを和1伐的に活 Ili 〗：れることを捉案致しま

す。

3. 審査基I加の確立について

邸匠の審査脳半作成のfl業は困難た作業と思われ

まナが、 1日も早く作成のロク公開され、審在手数の

かかる出願を減少するよう御指埠下されることを提

案致します。

たじ、要望炉直(/)詳細t［祝附及び具体例しこついて

は御参考まてに別紙に説明壽を訴附致しましたから

御ー[L;L附ればt}甚と存じ主ず。

説明古（訴附）

当協会は意匠登緑の審丘1こ閃する要望出を上申致

しましとが同変望雷の趣旨を吏に明府にずるため、

御参考までに具体例を挙げて左の通り説明を補足致

しぎずc

たお、本説町内に挙げられた具体例，ょ、すべて）1i

例てあるとは中せませんが、これから意のあるとこ

ろをおくみ取り］頁ぎた＜御顧い申し上：ド定す。

L 意丘登録~いう対象を明買こされたし、 0

改正意匠法第2条第 1項において

「この法律で「意匠」 とは、物品の形状、模椋若

しくば、色彩又はこれらの粕合であって、視覚を

通じて焚感を起させるものを云う」と規定され、

窓打：江上における意匠の観合を現行法に比し明確

に打出されたことは、登鯰應匠の対象か規定の上

で朋確になり、好ましいことてありますが、これ
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に伴つて、他の工業所有権との限界、特に、実用

新案法との限界等につき充分審議検討され、意匠

法上における慈匠登録の対匁を明確にするよう努

力されることを望みます。

2. 意圧出願の審査：こついての要望

前項て述べた意匠登録の対象とその限界を明確

にする具イ本的な方策として、審五に当つては、特

に下記の事項について、御留意願うよう望みま
今
; 0 

(1) 審芙感の乏しい怠匠の登録を排1弘されたい。

先す、様械払置に関する意匠出願の中、嘉曳感

の乏しいものの登録を排除されるよう望みま

す。

桐械装置に関する揺匠については、それが意

匠法上に規定する物品てあることは認められま

すが、既往に登録されたものの中には意匠笠緑

の要件である富よ的な意匠の創作こ係わるもの

てあるか否か非常に疑問のもの／八もります。例

えば、別紙に例1J、しに意匠登録閲117996号「肺

呼吸器檬能訓定器」、同第 114427号「蒸気揚貨

槻」、同第132400号「オフセノト印刷機」、同第

118591号「コンタリート耐圧試璧濯；」等のよう

に、機械技術者がその実用的価伯について、単

に技術的に設計したような克 0)は、実用的な創

作てあっても、意匠的な史に関する創作てはな

しヽと思料どれるものが多し、のて、努鉗窓匠の対

象として不適当てt）ると思えますっ
牝iこ単なる設計1,•メ］と殆んど同一〇□ 1lliからは、

美的感覚は起らず、また、このような機器配置

の図面は、設計者が何等考案力を要することな

く固き得るものてあると存ぜられまず。

このように、文用r}りな型に類似し左ものが、

意揺として登踪されることは、謡野ぶ上の形状

と、実用新案法上の形状又ぱ構造との間に何等

の相説が黙くなり、単に布仕物てあれば、すべ

て意匠登録の対象にたり、審美'1[）要素の有無が

全然無視されることになって、；より）粕神に反す

るものと思料されます。

従つて、棋械装置の意匠については、審美的

要立を允分検討され、実用的な見地V'三）みに立脚

するもの、並ひに当該分野の専門拉術者が容易

に悲逹しうる肛度のものは、登謡を排除するよ

ぅ｝位置されることを望みます。

次に、機械装脳以外のものでも従米登録され

たものの中にば単に公知の物品と形状が変つて

いるだけで、審美感を殆んど或は全く伴わだい

ものがちり、特に建築用レール、ボルト、ナソ

ト機根或，よ悶具及びそれらの•部品等にその例が

多く見受けられますが、この種の息匠も丘録を

掠除すべきてあると考えられます。美の感覚は

人それぞ廿t1こよつて異ること勿論であります

が、意匠；.tiこ云う美とは、的応の人或は専門家

の感ずる失てあるべきて左く一般大衆が美と感

ずる程度のものてあるべきものと思料されま

ず。例えば、ラベルを単に四角から六角に変更

した程良ては詞作力は勿畠八く、また美的感立

も起きる土のではなく、彩状、戊は色彩か異る

というたけで豆録すれば、殆んどすべての出願

を登録しなけれはならないことになります。

今回の改正により、意匠の保訟期間か10年か

ら15年に延長され、実用新案よりも優遇される

ことに佐り、従つてラヘルり）如きものは汽文界

に及ぼす影響は少ないとしても、設計上必然的

に現れる形状で実用新案の対象にもならぬ程度

の低い考案を嵐した機椋部晶笠が意匠として丘

録され、出用面案より長期に且つて保設こ：れる

ことIま、むしる匹業の発逹を1且化するものと考

えられます。

迅去の例からこの種のものを学ほますと、例

えば、丘只第123069号「ホル］」、登録第］34205

号「帽子』且」、 1口」第136320り「管筐手」、同第14(］736

号「レール乎行保持具」、 詞第 141554号「電線

管用フソシング」等があります。

これを要するに以上述べ］こ例：ま今次改正の鵡

匠法において明示された「祝宜を通じて茨愁を

起させるらの」てないことは明らかであります

のて、向後の連用から：ま是非とら登録の対象か

ら外すよう安望致します。

(2) 機能な主と十る意匠の虹げを排除されたい。

意匠とは、初品の形状、校1ふ、若しく：ま色彩

又はそれらの結合てあつて、喘美的なものを登

鯰の対象とすることは、前項にも述べた通りで

あります：バ、従来の立録例では、機能を主目的

としたらのと思料されるものヵ数多く見受げら

れます。例えば、登録第129675号「プリント配

線板」、登録第 150348号「テーブルの折塁脚」、



同第123372号「挟械掃防用ブラシ」、同第126917

号「靴磨具」、 In」第 147666妙「粗親檬用フート

ステップ」等は物品そのものの機能を発揮させ

るための当然た型の創作をなしたものであつ

て、慈匠的な美に関する飼作とは云い難いもの

と認められ、この種物品は設計者も需要者もす

べて機能のみを第一義に考慮し、滋匠によつて

その価値を判断するものてはありません。

最近所開「グッドデザイン」の指定が行われ、

機能と形体との綜合美が云々されており、機能

と形仕とが払合して考えられる傾向こあります

が、最高の機能を発揮させるためには形状美を

犠牲にしなけれはならないことも技術上の常識

てあり、かような事例は世間一般には極めて多

いのであります。例えは、登録第129675号「プ

リント配線板」のプリント配線形式について考

えてみますと、その美感な1月上する日的で配線

の形状を変更するならは、その機能を火失或に

滅殺することは、当診専門技術分野においては

当然のことてあります。よつて機有ビと］I汐体とを

結合し、機能の良いものは必ず形休出良いとす

る観念を直ちに意匠の審査に適用することは、

江解釈の妥当性を欠き、菜界に矛后と混乱とを

与えるものと考えます。

また、鉦鉗第147666号「粗紡桟用フートステ

ソフ」、または登録第151802号「哺乳迎用乳首」

の如きは、外観の形状は尉知のものてあります

が、断面で示された内部の構造か新規と認めら

れ翌録されたものと思料どれますか、これも所

詞審美感の対象となり得るかどうか甚•[：疑わし

く存じます。従つて、このように機能を上目的

とし、技術的に設計された結果必然的に得られ

るようなものは、前項同様寇匠法上の瓜匠に該

当しないものとして、登録を排除されるように

望みます。

特に、今回の改正に伴い、実用訂案の対象が

所謂小発明となり、従来登録されていたものの

中、程度の低い考案は実用妬案として迂録され

なくなり、これが意匠出願1こ変更される惧れが

ありますが、この際、意匠の対象はあくまても外

観から来る客美感を有するものだけに限定さ

れ、単なる設計変更程度の,Blj作が立録怠匠に変

形して登録されることは是非とも避けて頂きた
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いと存じます。

(3) 創作力の認められたいものの登録を排除され

たし ‘o

削作力（現行法においては考案力）の存在は、

意匠登録の要件として重要な要素てあります

が、現在まで創『「力の乏しいもの、従つて意匠

として登録されるべきでなし、ものが登録されて

いる例が極めて多く見受けられますヽ）で、創作

カの水準を引上げ、その存在が認められないも

のについては、法第 3条第2項の規定により、

極力登録を排胚する c~、う枯置さわることを望み｀

ます。

従来笠緑されているものの中から、考案力の

存在が認められないものと思われる例を挙げま

すと、登鉗第114758号、同第114759号及び同第

114760号「殺虫紙」、同第118676号「靴晟」、同

第132235号「ラベル」、 1「9}第124309り「天眼鏡」、

同第140989サ「菓子容器」の如ぎものがあり、

これ等は考案力を要しないものとして登録を排

怜ずべきてあると思和政します。

なお、第 3条第2)J↓（こ規定する「忍匠の辰す

る分野における通常の知識を打するもの」との

規定については、意尼専門のデザイナーのみて‘

はなく、その物品を製作または骰訂ずる通常の

技術者をも含むものとの解釈をとられることを

望みます。

＆ 権利の助雁化に関し快討されたい。

御高承の通り、意匠公報は特許及び実用新案公

報と買なり、引糾1西も訊求範囲もありません。従

つて、意匠鯰録された物品の内容、杭利範凹等

は、専らその図面の記載から判断する外ありませ

んか、現行喜こ於ける図而の記載方法では、要旨

の把握が困難｀左もの、また、どこの訃囁が新規て

あるか不明なもの等があり、椛利が明確に把握で

き左し、ものが多々見受げられます。

従つて、図面の記載力江については、早急に改

善すべきものと思料されます。そして現在のよう

に余りにも叫ー的に記載することなく、例えば、

ご来国意匠図面び）記載法の長州を取り入れ、図面に

ょってその要旨が判断てきるようにし、更に立体

的苫物品の汀阿の図面は斜祝図によつて、芙感を

表示するような品載方法を採用されることを苧み

ます。
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更に出願苫類中に説咀占がある場合1ま、これを

公開されることを望みます。意匠公報のみによつ

ては、その物品が明確でないものが多く、仄問す

るところによると、これ等につしては説明隠｝を提

出させているとの由てあります。従ってこのよう

に諒明禍を提出させている場合ば、公報中に記載

して、世人一般にも内容が明瞭に把握出来るよう

に措置されることを望みます。若し、この措縦が

予算面より全面的に庫行出来ないものとすれば、

公報中に例えば「説明古提出あり」程度の記載を

されては如何がかと仔します。例えぼ登録第

135166号「組立玩具」等については、説明がなけ

れは要旨を杷担できませんので、特にこのような

措爵が望まれます。

活付怠匠の例ぷ目緑

I意匠登録番号 意匠を現ずべき物品
- -----ニー一...

1 (1)第117996号 ， 肺呼吸堺檬能洞定器

第114427り 蒸気褐貨機

第132400号 オフセット印刷機

第118591号 コンクリート酎圧試験器

第123069号

第134205号

第136320号

第140736号

第141554号

(2)第129675号

第150348号

第123372号

第126917号

第147666号

第151802号

(3)第114758号

第114759号

第114760号

第118676号

第132235号

第124309号

第140748号

(4)第135166号

ボルト

帆―f 掛~

管接手

ンール平行保持具

電線腎用プッシング

プリント百じ線板

テーブルの折靡脚

機械掃除用フラシ

靴閉具

粗紡機用フートステップ

哺孔坦用乳首

殺虫紙

/ 9 

＂ 
靴 墨

ラベル

天眼鋭

菓子容器

組立玩具

4. 審査基準を公開されたい。

前項まてに1璽々要望中L上げた従来の制度連用

に於げる矛盾が如何なる背銀から派生したもので

あるかについて検討してみますと、その最大原因

は審査の見やが公開されず、かつ尺間の実i古把握

が不十分なままに審査が行なわれて来たことにあ

ると思料されます。

従つて、可及的述やかに貴庁として意匠の審査

基準を公開され、その審査方針を一般に明示され

るとともに、これに対する民闇の登見を充分参酌

され、広く国際的基準と経済界の実I青に合致した

制度の実現を期されるよう努力されることを望み

ます。

以上当協会として、神々の要望を申し上げまし

たが、これらの中には貴庁のみの御方針て実現で

きるものもありますが、また、更に別の機関に諮

つて方針を決定し実現しなけれはならぬものもあ

り、その実現まてに各種の間題に直面すると思料

致します。

しかしながら、当協会と致しましては、改正怠

匠誌の施行を椴会に、貴庁が意匠行政に対する一

層適切な御理解と御努力により、可及的速やかに

これらの怖策を実現ごれ、意匠制度の円滑なる運

用と発展を図られんことを切望する次第でありま

す。

63. 昭和35年 5月11日付 特許出願に係る菌の寄

託制度要網（試案）に対する意見上申書

（吉藤特許庁審査第2部長宛、日本特許協会理
事長）

拝啓時下益々得清栄のこととお慶び1-Iiし上

げます。

さて、 人般貴殿より検討方伽依頼のごさいま

した豆且止｝の件につきま l.，ては、 当協会特計委

員会において会員の意見を取纏め検討中のと

ころ、今般別紙の追り一応の近見をまとめま

したのて侃回示甲し上げます。 敬 具

別紙

1. 寄託の目的

閤を寄託する目的は、その特許発明の反復実現

性の保障と、技術公開の立場からの必要性の上に

立つて考えるべぎものてあると思う。しかし、他

方菌は弟二者でも士虚等から任意に採取しうるも

のてあるから、寄託がなければ技術が公開されて

いないともし、しきれないし（日本て手に入らぬ材

料を使用ずる物や方法こついての特許もありう

る）、また寄託菌を分譲された人がその菌を変異さ

せて別のソースから採取した菌てあるとして特許



を出願ナるおそれもある。従つて、寄託者の利益

が害されないように、一定の限皮を設：ナて寄江菌

を分与するか、見せるという程度て、飢述の日的

て伯を＇岱託させるべきてはないかと考える。害託

が発明の完成の確認手段として役立つかとうか

は、委旦会としては疑間をもたざるを胃左し、。さ

らに、寄託菌が保存中：こ自然に変異を起して抗生

物質を仝く生附しなくだる場合のあること、また

は死減してしまう場合のあることを立外的危視象

として考慮にし、れておく必要かある。

2. 寄託楓投1

に］立の唯一の拭関に限ることぱ妥当てはな＼ ‘o

間匙は、むしろ寄託恨関が苗の保存のみを業とし

ており、他に生産事業に関係のある研究をしてい

なし、かどう／いとし、うこと、また生産市業会社と実

質上閃係のなし、椒怯l（人をふくめて）てあるかど

うかとし、うこと等か用要な要件と左る。そのこと

は、隼に名日」：別の机閃主たは人柏て芯：：：）とし、う

打度ては允分て左く、事実上知酬に対して保存

以外の観点から、菌を収扱うことの衣い機関と人

とによって構成されることが日本国臼及ひ語外国

の出凰［人にとつて極らて岨ましいことてちる。

3. 寄託の義務

寄託しだい場合、後日の直こついての紛争か起

ったとき牡；；'1椛者が日己の主弘や立証iこついて不

利益を改る可紐性があるから出釦人はctろこんて

砧を寄丘するとしヽう状態になることが望ましし ‘o

寮止し殴し、場合にはい計か与えられなし、とし、うこ

とて出願人に寄託の義務か化寸ぶるということは、

現{J法のもとにおいて必ずそう入るかどうかにつ

いては疑間がある。この点に団してt直行規則の改
正的も行なわれるのてはないかと考えられるが、

寄託のない嶋合に特；，『社9)栢絶旺由が生じるかど

ういま疑間である。 出し担絶輝由かあるとすれ

11、本主寄託1月期は出］禎時とし、うことになるべき

て、出願後蒋査宜尊の指応時に寄託してもよいと

いうことにはならない。担絶理由の衣いものにLL:

願無効処分をとることは杞当を欠く。

4. 寄託しない場合の効呆

尉託しない場合、税実の菌と明紺古の記載との

閃係について立訓上比願人がオヽ利益をうげること

があると思われる。しかし出願無効まての不利益

を蒙むるべきかとうかは疑間てある。また、 lfiの
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寄託が出願後ずつと後て行なわれたとぎに要旨変

更の取扱いをうけるのかどうかも間題てある。

寄託しだい坦合に、審判や訴訟において使用菌

やその説明出を詞拠として提出てきないというこ

とは法行上あり得ないことと考える。もちろん、

証拠力において間題があることは迎解てきる。寄

託し古い場合、特許栓者ぱ特許侵害の疑いのある

人に対して鑑定苫において菌を提出して争うと蓉

に捉出伯が1:1己の4丘『明罰書記載の菌と同一てあ
ろごとを立詞［だけれはなら壮し、かで不利益を蒙

むるのが限度てはとし、か。

5. 笥信［悛の手飩

寄託中の菌か死滅［た場合、寄託中の苗が変異

して抗生物質を止痒し左くなった場合等にどのよ

うに処置する力を考え危ければ左らなし、。もう一

度江戸こ情を寄託てぎるように知定し、もとの寄

託狛と袖充霜託戸りの間のInj一性は古託拠閃の責任

て判定されるへざらのと考える。

6. 秘密保符と秘宮解除

牡訂登打心れた場合とし亨ことも自由には虹布し

なし、とし、う条｛＇卜をつけて、カルチュア・コレク、ン

ョンに入れるのが妥辛と思われるが、凸か第三者

にわたる危位を考えて特許後出別に保存をつづけ

ることが望ましし、。許追に：：：レクシ」ン＇日峠 iこ

記載される文らは、曰防微］兄札保存拾閃連盟

(!FCC)の本記の要ぷかあれはその菌を込る義務

がある（この義務は寄託腿閏が同連盟に加盟して

＼、＼る場合てあるが、詞連盟に加盟してし、なけれは

誌寄託辰閏は国店的に杭威がない）か、日本の牡

許権をうるために脊託した菌か外国へ迄られる桟

会を与えられ匁けれはならなし、としヽう必要は仝＜

；｝；し ‘o

また、在Iの保管貞釦こ閃する古託払［月の規定、

秘古漏洩に対する罰J甘等のし、かんが1月如こなる。

さらに、社i代培五時に見棄される詔直拭その他の

処旺は最も厳釦こわなわれなけれはならなし、もの

と考える。

7. 分祇ルートおよひ手統

特許が付与されにあとても、菌の分讃に：ま該菌

の寄託者の承諾を必要とする（アメリカも A.T. 

C. C．の場合は詞様てある）。 41定の者｝ご菌を分譲

したとき、その人かさらに他の第三者に薗を分譲

することが紅いとは保証されない。試案に示され
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ていろように恥こ分譲者を特定しただげてぱ、そ

の人から他に分譲される危険性があるので、結局

自由分譲に沢いことになる。特に特許庁長官が必

要と詑めるものとしヽうケースは諒解しがたし、。具

休的：こ明定されることを希訊ずる。分譲を要求ず

る人の要ボし可里由：t、i王とんどの場合ぱ分譲以外

の方糾ても目的を逹Lうるのでぱ左いかと考えら

れる。ずだわち、例えば後罰者の菌を先的許権者

の在］と比較する認要が生じたとき、後罰者に分渡

しても、後罰者：i分羨をうげた甫をみて詞一柿と

自ら認めることはまずあるまいと思われる。桔

島、特許糀者の苗と餃罰者幻閏ば、此校を（衣頓ず

ベぎ第三者てもる歯専門家の手に比較のために渡

す必要があり、またそれのみて充分であろうと考

；こ心，9

8, 寄丘期閂

担絶香定靴定、出！信飩効等の樹合、寄託桟関の

保有するずべての該菌培笠物なちひに閃迎寸る諸

記録等は寄託記こ忍氾されるべ苔ことを明定して

おく必要がある。

9, 糀位

上記l]外に会員の一部から捉出-＼れた屈見とし

て訳のよう芯ものがあった。

（イ） 外国ま，ピは国臼の信頼てきる寄託拭関，こすて‘

に寄託どれている徴生物について応、本試案iこ

提示されている規定による寄託は絶対に応要か

とうかについては疑間がある。省託がーカ所に

集まつてし、}Stればならなし、とずる迎由：よ匁し、

ように思う。

（口） 寄託廿月の況明書にはどの程度の出戦を要求さ

れるのかか明らかてなし遠竹冷：こ必要な）且小限

良の記試でよいと思われるが、それ以」のもの

が要求されてし、るようにも思われる。

10. 鈷 令
四
1_-

＂ 
伯の寄託によつて特許椛者に？し、第二釦こ 9し利

益が生じることは間氾いないが、その反IIIl、富H[

名てある'1i許権者には寄託出の分』ということを
通じて起りうるイヽ安かもる。そして、訂心起原；い

ら兄つけた菌てあると主張する人に対して逆にそ

の芦は分譲された閃を文罠どせて得られた向てあ

るとの主ikと青託名が行なうが如き従来なかった

炒」の予いを起すrrJ記性もある。この迅の場合も起

る。寸なわも、為篇［制良tこよって一面の間迅点は

なくなつても、新た左別の間題を発生させること

iこなりかねない。この川反ずる両面の調整をし

て、最も妥当な綿を発見しなければならない。し

いし、殻先の出願人（帖局先特許権者）の利益が

害されないようにナろごとを完分：こ考えな：tれば
なちf［いのは当然てある。

64. 昭和35年8月25日付 特許関係資料、特に英

国完全特許明細書整備に関する要望書筋

（斉舷＇甘叶 l『長官宛、 日本＇『」訂 I窃会々長）

拝啓時下誼々祖］活島の段お炭び申し士けまず。さ

て、翌庁資料［磨におぎましば、毎仔資料の完実化を期

され、これにctりわが国刊翌技冑担卯のたし心多くの

寄与左ばされて認りますことは諷に祖］同慶I_)奇りと

存じ士一｝が、戦争：こよる形乳「辺）fこふ、未た一部資料が

空白の‘、生まに』いっており、私とも会社仝業としてか

なりの不便を感じておりまずことは直Ii合に仔すると

ころてあり士す白就中瑣□炭I此心全特許切翡II-この16
年間：こ亘る字白ぶ業界及ひ曰民一般iこ多くの不使、

不利益をりえてし、る現：［いこ鑑入、裳庁束期予鉢の御

糾成に屑つてぱ、下記出請徊賢察0)上足非とも 1iT」賓

料の悲'[1嵐充実に位II配も開るよう（紅翡凡ヽ Iれし上げま十。

ぢむ、各1叶特許文怜氏の整飩と活用が近米わが円fl-

学技術只性のため多くの寄与を与えておりごずこと

は、 1]［高娯の通りてあり土すが、これらが一国一・カ

所ても完全に叩伽された状態て国民の的に間示され

まずことぱ□家経済と科学オ支術研究の上に、極めて
重要な窓義を打ナるもげ）と存じまずのて、このI原、

上記英国四料の整{i]にとど主らす、大島的御立場か

ら資料の分煩加伽とそ v勺宜民両｝［］の活）TJ態りにつき

抜本的対策ーと樹立これ、訂学的技術振り月の土めに恨

本的かつ禎極的手段を貫示し下さるよう、重ねてお

願し、中し」―ー：けます。 散具

記

1. 介業におげる特i『文献の利用

会社企業こ応t:；竹詐文凰り）刊）廿は、 t屈めて多

様力つ多I'rilド）ており、↑J,il出伽、異ふ中立、富刊

勺り）たふレr)利）llは輯＇）て重妻てはおり iずが、そ

の一土りに己さこ七Iこ。会社企応，こおぎましては、

訳のように実に多I，l'、し’-〉i』用な政しており定すが、

わが国企業のようこ小規杖左祖贔こおききしては

企業各自の力てこれが完仝整伯を期することぱ概

めて費用が嵩み、しから行って、し・不宣仝，こ詫る憾

みなしとしません。仇つて利学旦術元進畠外国に．



おぎ主しても、各介業の特許文冑，t侃右ぱ巳要）悶小~

限度にとどめ、その国叫ーの原典所右者てある特

許局：こ一切を依存している市間におり、各同とも

国家的ヤ場がらちらゆる特許支献ぱ牛ド『局：こ一元

的に偲1rせいら、完仝だ整俯1，し態の下；こ、しかも

国尺に殻も利用され易い姿て、国尺の仇こ間ホさ

れてし、ろ：しのと存ぜられ主ず。

以卜．の上汽心名［山政町の桔貯ぱ、一切の予算を

ーカ可：こり：中する-＿とにより、窮1っ［哀］夜予賃を箪

約し、「可尺各白の不抒済を枚済ずるの；；，ごてらデ、

国家仔済と『1学す詞研冗（乃しに1苫めて危くの介四

化をりえてし、石ことに釘賢察古罰わり、何卒真庁

資割f打が単に宮査、壽『ijのためのみ、忙らず、口尺

の所］により完仝だ槻間として捉｛凡苔れるよう、御

考慮をrm-う［たく、 fFねて飼罰し、「ド」・-1ドる次窮で
ごどし、空ナ。

（1) 企叉採択に際ずるオ昇信I昇脊

現在わか国の会礼合業ぶある，？ヽ業を採訳十

るこ当り、先ず攻裔l]に考慮ずることは採択ずる

企業の担賛をな寸技術内客が、第三者の特応こ

印触するか否か、及こ｝近い行；l駅蝕の可能性を

止ずるか否かという問題でありまず。このため

に、手人どもぱ日本特許ぱ勿論、先進諸外国牡・許

明罰害を月念に調査ずる：しのてありまずが、甚

た追憾だがら江）円［翫［内飴ては完↑さと時間的要

求を瀾た［｝外（く、 1]ー→むたく］り々外田の特汀局や

調査檬［月のザーヒスを利用している現状てござ

いまず。このような閲府力しに企業を採択しよ

うとした緒閉、重大心ド；；内に吃む至ったことは

各企業と克枚挙に咲のだいほどその事例があり

a巴．技術てあれ、外国よりの鵡入技術てあれ、
叩ば1調青＾むしに企業を採択することは、現在で

は一骰通合として介菜詳管名のタブーとだつて

いるのておりまず。

(2) 企業こ拾げる研完I：の行』月在

肱業技術は、勿ふ一般科学技術の研完 l-.、忍

去の特許文献が噴要左役割を果してし、ること

は、巾す亡てもありません。研充ぱ人人の足跡

の上に一歩先んずるものて汀けれはだらす、そ

のた心には王｝去り）一切の技附知議を開ぷずる特

叶文訊は、ヒラミゾトの邸匹のように、翌怠に

して 1]外古］な技汀白届瞥を与えるものと名、とま

す。しかも、それは叩こ技iir思想を与えるの入
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てなく、先人の窄いた位1々 の尼りかを克明に教え

ろ土のており、今日n刊学技出ぱ特汽割度とい

う剖翌発明雙励闊度を□体とずるこれら尼跡の
上に箔かれたと・;::;-9つて出苔己で：t;［；し、と存じま

寸］

しかして、これら特叶文献 7)刊用度ぱ科学技

術の准歩：ごつれ益々利司度を培十のでおり主す

が、／［［こ後1月1り大ぎし、技術分野てぱ、 20~.30

年］］i]．り文＇l!，9-ー今日利用 l得る技所を見出ずこと

か汀『々ており':•土さ fこ、外日1,J；;『文款ぱ今日

闘界尺江り『［月］間：↓］こ 1てし、ち早く研完方向の

決定や1胄瓜い企業採択：こ利用~}1．ており、国1・祭

的闘争の散しし、只祈の企業分野ご：：：：、 9月］文献

は既：こ実頁I,iりこ”託：：iの指釘＂として』用ざ tt,

てし、るのておりまゴロ

(3) ［l̂ ： ！爪ihぢ古：こ「3;} 7」:!［ ；!1「J晶紆

乃，什・質易の自由化：こ［『し、、わヵ'[月惰JI'』の国際

的］＇［出をさぎだげる直： if拿々に取り I［かれつつ

ありま・}が、わヵ凸］各紐商品ぶそり頁り向ヒ、

価格り帆宜化こ伴し、、］ふこ先巡［且へのir」出の傾
向か］直く→こりつつもりまナ。りしド後退団へのii喩

出においてさえぶ、払とらは数々のエ倍所有権

上のトラプルを位Ii五、ぶるため、多くの手数を要

したのてありまナが、打；；］思包り）苫及してしヽる

先遣ド［への叫出に1亨しては、 青］日国乃甘叶事

伯を］月在ず乙必要性か嬰ぷぎれさず。

そのため，二、 J且午各企菜は各11:)戸周査恨閃や特

』弁晶士を利用しごi3りまずが、訊i丘のみのに

め：こ各合菜がり1々ここれら高鼠li左代はを支払う

ことば、叫らか｛こ改許を変ずるらのと存せられ

まず。

上述のようし、こ各国］）l[訂幻ばばわが国fl・学技

打」の振卯、匹互芍',"f囁立〉li心に買易の発展の

ため：こ、今日区岱ジト可欠 0.) 宜 i] と〗：つて怜りま

ずのて、貫Iいこおかれだしごは国民音げの発展

の御立場から、現↓［の改芯1こ恨本的力睾を立て

られるよう希立してI［三ミせん。

2. 英田特訂町訓古欠号り）泊知こっし、て

上述の事I青から、 lI芋位fl]元逢1_l「にちる英国つ

竹叶切十il]出、ぅ：五大，，，；役＇』』を累してし、ることぱ釦賢

察J頁、～｝るかと存じまず。今、具体的事例について

中し辺べまずと、

(1) 冗す、災直」特許り］罰叩ま、古くは20~30年前
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にまて遡り、技術文献として活用されているこ

とてありまず。この目的のために、私ともは明

細□記載の実麓例により実際の技術的手段を知
ることがてき、また、完全な図面こより設叶上

のノウ・ハウを知ることかてぎ主す。従未日本

に出I翡iされなかつた英に）特；I]切細古り）利用仙伯

は他の国のそれに比餃して格段の重ぎをぢす所

以てあります。

英国の占し叫許附奇［1［内の謁丘し）芍屎、それら

の記述から、わが1閂企業に祈製品製造のよしな与

えた例は枚応こ咲ヵ言いはとてこさいまず。

(2) 応こ茨日の由場に対するわがf汀製品の柏出に

際し、及国の経済4叶青晶化こ快宜を与えまず。

御高承の通り笑国的訂ば似こ矢国のみ太らす香

湛その他の1日孤［上に刈しても殆と同一1月容の特

訂なとる場合が多いの文これら各1_l，1とのば易に

際し必須調査＿哀料と芯つており主す。 こい楊

合、私ともは完全なクレームのし凸款及ひ完全な

図面を知る要があり、アブリ；、ンメントのJAて

はその目的を辻成しf「]入ーし、のごありまず。

英国のアフリゾシメントが牧々り晶在：こ使な

るよう恕切丁庁に分口、木り 1ヵニぎており、特

訂図宜は内ら笑田ii,1nl iこ1人仔してし、る，1いもこあ

ることよりしても、及［』特』且JtIII二口の利用価I□
は他の囚グ）-'c，}いこ比鮫して格戊の重きを；えず所

以てちり豆す。

(3) 以上の介菜的史芯ぶ、多く（＇）場合廿り [iii且り：こ極

めて訊重，｝こ早：：：を条「卜としますか、私とらは前

記欠号笑に1明i、!!I内を外国こ；t[し、し力心各企

菜乃重複ずる外賃文仏し、，こ」り間入せね：に＇·~り

ません。従うて、 1(4の間青費用は少くても、

合計ずれは相当左額に衣ることヵ‘.fj'!几ごれる：ょ‘

かりてなく、 1月閂的閏題から商帳を迅する恨れ

たしとしません］主たこのよう左門査依鱈こ当

つて1ま、応目、椛利者名、分煩尋な指定して行

うことが多いび）てすぶ、丈霞こ内容を見此上の

註文てばし、にめ、阻鳴し；1□明網古をとり寄せるこ
となしとしません。よつて、直麟こ況場iこつい

て調・ー在した名占皇、必要なものの人を肋入するた

めにも、その（崩付けか必要と，LJ：るのてありま

す。

(4) これら矢国竹；；午明糾団の貫庁iこおげる柩備

は、既述のように、牧国嘔ーの牡註文献の竺こ庫

として国策的立場から要請されるべぎものてあ

ると存じます。従ってこれら欠り朋紐書収寄せ

のために支払う外貨の瓢ま、損失のすべててな

いことは勿論てありますが、たとえこの額が高

頷iこ上るとしても購入の可否を，1[；：ナるけ翡且て：ょ

左し、と息われ庄す。今、数礼の実例から月20~

30性の，＇［文）があるとしますと、協会加閏会礼 U)

み：こて年 3)J乃全 5Jj件こ左り、しかもそれら

は-仁へて高価なが真代として要求されるのてす

から、合i「すれはか，Jこりの外貨が必要となりま

ず。このような重炭した紐駄は、仇げか一部晴

入されれは全くfi『泊旦tることに伺靡訟を得乞
し、と存じ主ず。

(5) 4冒［出罰、閃議中立、審i'lj等における必要性

ふ貫庁と私どら菜芥とはポ1百を異にずるかと

存じまずが、私ともと致し主［ては、この場合

ても明糾J内の一般的記述 (disclosure)及ひ実凡

日の記述から重要左ポイントを把捉すること少

しとし iせん。従って審府、審半位）立行に際し

ても、これら明糾iffをち！凰ずることは、陀対に

必要不可欠てあると考えられ主す。

65. 昭和35年10月24日付 英国特許発明明細書整

備に関する具申書

（石原大政省主計局に宛、日木牡訂協公公長）

外国特汀公競類、開に技術先凱囚UIl nrt公詑いを

閏J]におし、 9て1食備l、これを国内一般の閲賢，こ（］［す

ることは辿かに議外1月の新技化を吸収してわか国び）

るfこ2いこ、主土質易l9| 14 

際信／］］を保りするた喜こ累急り硬事と宥吐られi

す。 これ等行政の所管官げたるい訂！iこおかれて

は、つとにこ (l)筐策こ意を用し、てむられるところて

ありまずが、現在の記備状況を見主ずれは了位の閃

係左とから、 1叔めて軍要':c部分こ欠号を生じて怜

り、折角の他辺）大部の帖情：こ］［革を欠し、てし、る状況

で、翌慮会の会員会仕をばしめ一般業界の］加且目的

辻成の上に大きい支I章を木しているのてありまず。

当丙屹備を最屯、9門と名附どれるものは下出の知I:l

特謹う/;IIJj明細芯り）欠りを袖充して杞伽ずることにあ

りまず。この袖允整糾i，こばかねてより当協会から1]

許庄長官に要革を致しておりますが、附記の通り若

干の竹別経費を必要とするために今H迄実現の緒：＇こ

つくに至らなかつたことは甚だ造憾に仔ずるところ

であります。今日こそわか囚韮業界の多年の念顕が



適えられよう、貴省におかれては前記事情御賢寮の

上、是非とも来年度予勾耕置として格別の御配慮を

賜わりた＜御顧い巾し上げまず。

己

英円特謹発明明細古（第 524679号乃至第 765780号

の約240,000号）

備考・英国特許発明の詳紐な内容、図而、請求範

囲を記載したもの

•昭和15年より昭和31年までの分

・購入費用 約4,400万ド］

孤附資料

(I) 英国特許発明明細書の欠号分

袖充を必要とずる理由祖 1通

(2) 日本牡訂協会会員名簿 1通

英国]]訂1発明明罰因の欠り分補允を必要とする理由

1. ばしがき

(1) 英国特許発明明細因の陪和15年から昭和31年

庄ての16ヵ年分（第524679刀～第765780号）

か現在特許庁力l玉l工業所有杭負料館所政査料中

の欠号となつている。

英国牡泊兄明明紐出が英国平」記［の発明の詳細

な内容、特計叩求範凹を正碓に調丘判定するた

めの唯一つの資料てあるだけに、これが欠号は

以下詳しく述べるように、わが国痒業界におけ

る技術の忍辿な開発進歩の上にまた牝註管理の

上に極めて大きい支悴を与えている。

閉許調査は欠号なく整備された賓料によつて

始めて完壁な調査が行えるのてあつて、多少で

も欠号があってはその価f直は半減ずるものてあ

る。英国特許発明明細壽の重要な音：分か欠号の

まま放置せられて、特許庁にずら完伽されてい

なし、という事態は文化国家をもつて任するわが

匡としては慨歎に堪えない。

他にも外国牡許公紺煩て欠号となつている部

分はあるか、特に重、点的に考慮して的叫欠号の

補充ぱわか国通陀行政上緊臼の要州と考えられ

るところてあります。

(2) 従来特訂庁におし、て怠を用いられ、わか国特

許公報との交換なとの方法によつて整備するこ

とも考慰され、かつ折衝されたか、一括購入を

必要とする状況てあり、これが袖允には一時的

に相当の費用を必要とするために予算措悩とし

て3年来計上されたが、今日に至って尚放任さ
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れている状況にあるのは主こと る。

r3) わ／／国各企業においては個々にこく部分的に

廊接英閂Iド『局から資料を求め、事態を糊冷し

ていろ向もあるが、個々に相当の外貨を必要と

し、あるいはこれが菫複し、その利用ぱ一部に

面り、しかも完全な利用ば莉底期せられず、国

家的見地から見れげまことに不経済とし、わねば

ならなし、0

且つ又睛人に手間取ったため商檬を失した例

も相当の数に上ると考えられ、笑国特叶発明明

細書0)欠号かわか1-Kl州業界の『誓化を阻古した限

なしとしなし ‘o

詔外国においても各企業ごとの牡計文献保有

は必要敢小限に図め、その国唱ーの原典保布者

てある牡許月に一切を依存している実情にあ

り、各国とも特訂庁において一冗的に集中し、

完全整伽の下に、 lかも田尺の最も利用され易

い姿て国民の前に開示している状況て、そうず

ることによつて国家予勾を節約し国尺各日の不

経済を救済するのみならす、国家経済と科学技

術研究の上に栢めて多くの合坪化を与えている

ことに想いを致し、この際早急に特許庁におい

て前記牡許発明明紐l書を補充整備されることを

切に要望するものである。以下その具体的の理

由を述べる。

2． 科学技術資料としての必要性

科学技術を発展せしめるための最も大ぎい施策

の一つとして、技術先進諸国の綜合的左技術文献

を整備ずることが必要てあることは言をまたな

い。これ等先巡技術文献の上に立つて更にわが国

の技附研究が進んてこそ、急速な技術発展が期待

されるものである。

茨田牡許発明明細出・（i-国の最新の科学技術資

料を綜合して網羅しこれを集的、整理したものと

して、技術文胤整仙にあたつては語外国こおいて

も第 1順位に名慮される文献てある。わが国にお

いて笑国の特許発朋明細富が、しかもその利用価

｛直の多い昭和15年から昭和31年にわたる16年間も

の閻が欠号となつていることは詞記見地からして

まことに重大な欠陥てあって、一刻も早く、これ

等か一括整備され、田尺の前に開示されることが

望ましい。これによってわか国の科学技術がより

合理的に急辿な発展をすることは十分に期待てき
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るところである。

3. 貿易における国際信用保持上の立要性

為替、貿易の自由化に伴い、わが国商品の国際

的進出をさまたげる道は徐々に取り除かれ輯出量

は増加の傾向をたどりつつある。輸出にあたつ

て、仕l[T]国の忙訂を調ffL、これ：こ祇触せデ、国

際的伝用を保持した状態において取引を行うこと

は、特許思想の普及している先進同への粕出に際

してはとくに必要なことと考えられる。笑田との

取引において、過去にデザインの模倣などて大ぎ

い国際問題とたった事例も見られるが、一つにほ

英国の特許等の調査を十分に行えなかった原因も

あるものと考えられる。現在では前記のように英

国特言午先咀明釧古の16，ガ年分もの分が欠号とたつ

ているために、各企業では各円の調査機関や牡許

弁護士に調査を委託しているが、冗全が期せられ

す、主た胴査のために個々に高価な代価を支払う

ことは、まことに不経済てあり、改善を要ずるも

のと考えられる。英国向製品に対して英国特許の

調査を省略して翰出を行っておれば近い打来、国

際的化叶紛議を品超することは必定であり、匡際

信用保持上現図猜ば非常に危険な状態であるとい

わざるを得ない。したかつてこしハ息味においても

前記特許発明明細古の欠号補充しま緊急を要するも

のである。

4. わが国の牡許行政の合理化のための必要性

わか国の特許、実用新案の出鳳は年々10万余件

に逹し、内 3割程度が新規性を認められ、登録さ

れる哀状であるが、こ 0)担絶分の 7割の大部分は

出願前の新規性調査の不 I・分に比づくものであっ

て、これが、わが国の4も許調査の遅延の大ぎい原

因とたつていることは、従来より指摘されている

ところである。わが国から外国へ特許出願する場

合においても1五Jじことがいえる。

したがつて特許出顕をする前に新規性の調査を

出願人自体て十分行うよう指導をずるこいま現在

のわが国の特許行政における一つの重要な問題と

考えられるが、この場合の調査資料が不完備であ

つてはこの施策を強化ずることに吋して重大な支

障となるものであり、これによって必ずや無駄な

出願の先生を防ぎ得て、特許調査の合理化茄図ら

れるものと期待されるところである。

またこのことは特許庁における審査段出1こおい

ても適用で含ることであって、特許庁てこの英国

特許資料を審査に活用されることによつて、後

日、異議の中立、無効宮判などの発生ずる不安定

だ権利り兒生を［＇］ j望、審在を合理化され[!.＂［以と

なるものと思われる。

なお］た本年4月1日知打の新牡許法において

はその第29条て、特許の要件として、特許出願前

に外国において頒布された刊行物に記載された発

fリ］でないことが必虹であるとされた。この規定の

合迎的な適用にあたつては、この規定の主旨が塙

外国の刊い物を．tり完全に特許月に整備l、特許

容査を国際的な某盤の下に行う前提に立つたもの

といえる。この氾認におし、て英囚特許•発期明畑書

は必要とされる物件といえよう。会員会社 132社

66. 昭和36年6月21日付 沖縄における不正競争

防止法制定促進に関する要望書

（総理府特別地域連紹島長宛、

日本特許協会会長）

当協会は、最近沖置において、外田特に日本の著

名商標、商号を盗用し、その信用に使梨する不正な

餃争行為が枯行し、それら苫名商檬・商号見）本来の

椛利者が多大の損杏を受けている事実を確認致しま

した。又貴局におかれまして心当協会会員会社の中

に、その殻む大き衣損害を受けてし叉会社かおるこ

とにつぎましては既に御承知のことと存じます。

これも御厄知の通り、現在沖縄においては、戦前

の日本工業所有権法、不正競争防止法鈴が実際上は

迎用されていなしため、かかる不正行為を取鯰る方

社：かなく野放しにされているのが実情であります。

しかるに、本年2月こり開会されております琉球

政町立法院において、かかる不正行裕を取紬り、或

いは防止するために、不正競争防止法案が審議され

ている由てありまナ応坑球政府がかかる積臣的な

措置に出て来たことにつきましては、御ll]慶の至り

文おりまず。 しかしながら仄聞するところによれ

ば、この法案を成立させる事に反対する向きが一部

にあり、廂議が難行しているとのごとてあります。

改めて中ずまて出欠いことながら、他人の著名商

標を盗用する行偽は、一般世人をして商品の出所に

ついての混[n]を生ぜしめ、予測し難い被告を与える

虞れがあり、同時にその著名商標の信用に便乗して

不当な利益を受けようとする不法行為であり走す。



又、沖縄においてほ商標登汲されていないとして

も、他国ては登鉗されており、しかも現地で広く周

知されている商標は、その本来の権利者にとつて重

要だ財産てあります。しかるに、他人がこれを盗月］

することほ、その商標の打する優れた識別力を弱

め、商椋の財洸権としての価値を失なわせるに至る

虞れのあろ行為てあり主す。又品買の不良た商品に

著名商梗を盗用することにより、その商標の信用が

失なわれることも危但され〗｝す。

ょって当協会とし亡しては、わぶ国に潜在主権が

あるとされながらも、現在国1界的に特殊な地位にあ

る沖麗において打来か加る不正炭争行為が紐兄し、

特にわが国1ま申ナまて」）なく広く世界的に著名とな

つている商標・商号の枡利者が損害を受けることに

よつて国1菜信義を失瞑ずることかないように沖縄Iこ

おいて不正競争防止法が1咆行されることを強く希望

し、ここiこ貨局に対し、沖羅において一Uも平く不

正競争防止；去が制定されるょう仮娯官庁，こ徊央請頂

ぎた＜御要望申し上げます。

67. 昭和36年10月30日付 特許行政強化に関する

要望書

（大歳大戸、通崖大臣他宛、

日本特許協会会長）

今や、世界を通じての貿易の自由化と技術珀新の

大勢噂皿し、介業の曰際況争力り強化を図ること

は、わが国緊急の課題となつておりますが、そのた

めの諸施策の一つとして特訂行政の充実歯化は、ま

さに再認謡を要する重要問匙て：あると信じます。

近時、欧米先進認国は技術革新の鵡流に即応し、

-K大芯研究投資を続け、その資本と技｛打を武器に合
業の収益性を海外iこ求め、牡にわが国及び東南アジ

アに対し、技術的独占権たる工業所打権による企業

の進出を図りつつあります。待副権が世界各1月に討

いて怒められている合法的、且つ唯一の産業上の独

占杭てあることは申すまでもありません。現在外国

よりわが国への特許出願の比率（全出諒iこ対し）に

化学部門においては40%、機械部門においては28%

と極めて高率であり、全体を通じても外囚出願の豆

縁件数しま、年間総登録柾利数の実iこ1/3を占めて討

ります。貿易の自由化に伴い、今後この煩向はます

ます懺烈を加えることと予想され定すので、政府、

民間共こ一休となり、ここに特許行政の改蓋伽化を

図ることが強く要詰されるの‘（あります。
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以上にがんがみこの際連かに特許行政上次の諸咆

策を強力に実行せられることを要望いたしまず、

1. 審査、宕判の迅速適正化

技術逍歩の極めて速い今日においてほ、研究役

資の成果である特許の審査、審判は出来るだけ早

く、且つ近硫であることを菱します。数年来布

壺、界『Ilの迅速化が要望せられ、関係当打の努力

により相当の改苫をみましたが、処理誡の増加に

も拘ら干、更iこそれを上廻る出願件数の埒加のfこ

め（こ、不幸：ごして需査、審刊の処迎はなお予定の

如き短縮をみるに至っておりません。

（イ） 発明者（出胤苫）側がらいえば、公告にたる

までに第了者に模倣され、又は権利佼書されて

も、これを阻止する道がなく、非常な不利を蒙

りまず。現在の如く出願後公告にいたるまて｝こ

2~3年を要ずることは堪え難い苦痛でありま
-ト-
j 0 

（口） 第三者の側からいえぼ、「特許出因中」と立伝

されれば、その権利内容が明確となるまで同種

の企業化に危険を感じます。また、公告になる

時期が遅けれは近いほどその技術の導入交渉上

不測の不利を免れません。

り外国よりの特許出願の場合にほ、先進技術の

ゆえにとかく広汎な請求範『］を要求することぶ

多いので、その権利範囲については特に適正な

審壺、害判が望まれまず。

以上の点にがんぶみ、特許行政の迅速適正化の

ために、

(1) 審査、審判官の増員

(Z) その質的向上のための研修制度の強化

(3) 審査甚準の確立

(4) 審査資料の整備とその利川の促逸化等の諸施

策の一層弥力な実虹を望むのであります。

特に審査、審判官の確保のためには、審査、審

判業務ぶ国民の権利に閃する市大た職責であるこ

とを考慮し、裁判官に準ずる身分保障と待遇改善

を図ることぶ必要でありまず。

2. 夜料鰍備の拡充とその活用

特許文献ぱいうまでもなく殻新技術の1胄報源で

あります。今日企業がその研究活動を最も有効に

批遮するためには外国牡許文fいを詳細に校社し、

公知技術を明確に把握して、研究計画を立案遂行

することが肝要であります。しかるに、わが国に
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おいては、牡許文献の賂備と検索手段の不完全な

ために、公知技術の把握が難しく、その結果とし

て、実質的に熊益の研完を行っている場合が頗る

多いのであります。これはlIt界の技術競争場埋に

おける重大な国家的損失てあります。このことは

わが国の牡許公生率が外国；こ比べ署［ ＜低い事実

にも現われております。

なお、研究活動のみでなく、企業計匝、技術尊

入交渉においても、内外特許文献資料を詳細こ検

討することは不可決の要件であります。また、特

許庁において審在、審判を適確迅連1こ処理ずるた

めにも、特許文献の整備とその能率的恢索が絶対

に必要たことは中ずまでもありません。

以上の如く、特許文献の整備活用は企業及び特

許庁の双方の立場から極めて重要てあります。し

かし、これには1乏大な経筏を要するので、｛胃々の

企業にこれを求めることは困難であり、どうして

も特許庁の資料俯を整備拡充し、需査、審判菜務

の完璧を期すると共に、それの活用により民間企

業の特計管理の近代化に狩せしめることか肝要で

あります。

特許贔j，しの整仙拡充としては、

(1) 内外特許公報の収集整備を行なうばかりでな

く、

(2) その検索方法の合理化を図ると共に、

(3) わが国における語学的制約にかんがみ、 t要

国特言＇「公恨の観訳及び抄緑を作成することが要

望せられるのであります。

3. 技術輸出の促連

牡許権の楡出ば、技術の海外進出の手段として国

際収支上にも寄与するところ少なくないことを考

え、その愉出の促進のため予算ヒ及び税制上積極的

施策を実行されることを要望します。このために

は、外国の特許判度を詳細に調査する必要がありま

すので、その実施のため専門家の派遺窮適切な措置

を講ぜられたいのてあります。

本協会は、工業所有権に関しては、権利の尊重、

活用、及ひ制度の改苦を図り、技術の進歩と産業の

発展とに寄与することを目的とするもので、会員は

150社に及んで居りまず。

会長

武田薬品工業株式会社社長 武田長兵衛

副会長

協和醗酵工業株式会社社長 加藤辮三郎

東京機器工業株式会社常務取締役 松宮健一

昭和ネオブレン株式会社常務取締役 井上尚一

株式会社島沖製作所常務取締役 上西亮＝

東汗ゴム工業株式会仕社長 富久力松

68. 昭和37年10月2日付 工業所有権保護同盟条

約リスボン改正に伴う関係国内法の改正意見

具申書

（今井特汀庁長官：クじ、日本特許協会会長）

今次リスボン改正条約の批准に伴い国内関係法、

（生昇『法、商椋法及ひ1ヽ 正競争防止法）の改正が必要

となりました。

当協会は各専門分野において検討し最小限度の意

見を取りまとめましたので、別紙の如く具中いたし

ます。

当該条約批准後、貫庁におかれては直ちに関係法

を体系的に検討せられ、具中内容が具体的に反映し

た改正が実施ごれまずよう、ここに要望申し上げま

す。

別 紅ャ

1. 特許法の改正要点

「改正条約第 4条F項の規定によつて、複合優

先及び部分優先が明確に認められたことに温み、

出願後の補正が要旨変更と認められた場合に、原

出願発明も袖正後の発明も加こ救済し得るよう

に、特許法第40条、第42条及ひ第53条を改正する

変がある。

（理由）複合優先権を主張する卜1本出願が優先権

の！雌礎となる各外国出願のいずれに対しても要旨

父更でたいと言う楊合は極めて少ない筈であり、

又部分俊先を主張する日本出馴は基礎となる外国

出願中に合主れない構成部分を付加したものてあ

り外国出願に対し要旨変史であることは自朋であ

るか、このような複合又は部佐優先杭主張出加の

新規性、先後願関係等の判断に当つては、基礎と

なる外国出狐Aに記載された事項については外国

出願Aの出願日を又基礎となる外国出顧Bに記載

された事項については外国出願Bの出願Hを、而

して日本出願に当り新しく付加された事項につい

ては日本出願日をそれぞれ基準として行われる。

これに反して、日本で行われた出釦について、



出罰後に袖正を行って、その袖正か菱旨変更と認，

められた場合は、』じしその屑（出駒発明を枚済し、

原出願日の利益を1i,{1｛呆しようとすれは袖正発明に

ついては袖l'［日を伝用する利益1ま失われ又、袖正

発明を救済してその補正1Jを採用する利益を得よ

うとすれば原出願発明は無かつたものとして取扱

われ、原出屈日の利益ば完全に失なわれることに

なる。

これでは日本て最初の出願を行うのを最も位通

とする日本人が優先杭主弘を普通とする外国人と

出願日の利益を争う場合に著しい不利益を蒙るこ

とになり、我国廂業の発展に甚だ好ましくなし結

果を与えることとなる。

従つて出願後の補正が要旨変更と認められた場

合、原出願発明も共に救済し得るように特許法第

40条、第42条及ひ第53条を改正し、要旨変史の補

正を行った出願が複合又は部分優先権を主張する

出瓢こ較べてイヽ利益を蒙ることのないような措既

を講じる必要かある。

2. 商標法の改正要点

第 1.条約第 6条の 2に関する事項

(1) 周知商標の使用禁止に槻する間題

（結論） 条約第6条の 2（周知向椋）に該当する場

合は商標椛者の杭利の効力が及1まないものとして

商肛法第26け第 1項第4号に新たなる規定を設け

る。

（理由） 周知商標に晶当する商椋権についてぱ熊

効需判により無効にすることも出来るが、無効富

判の審決か得られるまでには相当の期間を要ずる

のて門知商棟主沖ひ1こ一般雷要名を採設するちに

ぱ一応、登鉱而桃権者の効力か及ばないものとす

る必要がある。

(2) 舟lrいを加祖月の除斥期間に関する間題

（鈷論） 商栢法第47条 周知商抄匁こ該当する場合

の除斥期間 5年の規定を削除する。

（坪由） 本条の改正により木」［競争防止法第 6条

の商梗I・化の柾利i]使による不止競争防止広第 1条

0)逆lfl1庁外規定は削I除されるへきものと息憔どれ

るのて、商標法の除斥期間も削除ずべきてもる。

又不正鋭争1；；且l．法第 1条は故怠又1ま過失の1J無を

間わ左しご応用これるのて、；｛！［「なり害判の場合にも

故寇、巡失の仕無にかかわらす除斥期間を設：ナる
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ベぎでないと解する。

第 2.条約第6条の 7.1項に閃する事項

(1) 「同盟の一国において有する権利」の怠味

（結国） 姪鯰になってし、る而椋権は勿論のこと出

麟i囁びに使用中の商標も含む。

（迎由） 商標1在が対象となることは当然のことで

あるか、牧鳳：河標江は先願條録上義をとつており、

又新しくぢえた而標て代理人に指／j＜して使用させ

るものには出願中のものもあるので、左かるもの

も保，没の対象とずべきてある。

商恢の使用苔が登録或し、は出顧していない場合

ても代野人又は代表者か契約斯1ii]中にかかる商椋

を佃断て出罰ずることは当然悲意あるものと解さ

れるのて、かかる使用中の訪桃も保，；投すべきてあ

る。

(Z) 「代理人又は代表各」の窃味

（結論） 取'J|上その梗革椅者との契約関係にある

者

国1由） 代理人、代表者の範囲としては江律上、契

約卜或いは出丈閃係等の紐々の立場から考えられ

るか、江律上の関係：こ限定することは本閥度創設

の趙旨より判断しても余りに狭義の解択となるの

て、棟凸椛者と取引上契約1月係にあるものとする

のが叉崎てある c

(3) 椋亨杜者と代珂1人との1見l係時は［

（桔贔） イ、代理人の出願日

ロ、契名）関係満了或し、ii智約後 1ヶ年以内

の出願のもの

（理由） 代J叩人の出願日に1門い権者と代理人との

契各」関係が既にあるものば、臼然本条の対象とな

るも i/つと）許ずるが、契的解消後、四店をもつて摂

章枠者の椋章を出翡開することを防止する為めに少

くとも契的鰐1『後、 1ヶ年以内の出瓢ま俣義の対

匁とすべきておる。

(4) 「承諮心くして」のだ鱈

己、文日よ単iこ「[nJ怠或は承諾なくして」と規定

し文内にこる1口］寇、承諮とし、う表現1ま採用した＜

なし、0

文書による同意、、承心と規定すると保設の範囲が

狭く L゚ ：るび）て、立叫巴えてざれ：tよし、こととした
し、

(5) 対抗丁乳

規定．LIま児議申立と登録の取消となるが、異議



434 

申立期間中に異議を行い、その期間経過後は取消

審判を行うものと解するが、現行法にはかかる規

定がないので、異議並びに取消審判に新しい事由

として規定する必要がある。

又代理人による登録は対外国関係である為に長

期閻にわたり知らないでいる場合もあり得るの

で、取消審判には除斥期間を設ける必要はない。

条文上（ま標草権の移転の請求も出来ることとな

つているが、この手段は法令が許す場合に限つて

いる。幸い新商標法ては商標の無条件移転を認め

ており、又解決手以としては商揉権の移転が最も

簡単であるので条文化を希哨する。

(6) 商標、商品の類似を含むか

代狸人の出願国に於て商株、商品の類似を認め

る制度があると標点権者は出願ぶできなくなるの

で、代理人の出願国において類似と認める範囲迄

は本条の対象とすぺぎである。

第 3,条約第6条の7.2項に関する問題

権利者は、代理人が、その標章を使用することが

出来ることになっているが、 iiB慄法第29条との関

係上条文化の必要がある。

3.不正競争防l日：法の改正要、r位

第 1．不正競争防l卜沈第1条中「之二因リテ営業上

ノ利益ブ古セラ Jレル虞アル者ハ」との』卜の利益

（当小者適杭）に関する規定の部分は削除する必要

がある。

（理山） 条約第6条の2の改正により閃知商傑を有

する者に差止諮求怖を認め、しかも条内は特別の

制限かズ［し、。しfこかつて、これは登録ヨ互応人制を

採るわか囚においては不正競争防サ法中て処理し

なげればならない。ところで条約は、周知商標を

有する者の差11:品求他の行使について、＿条白い特

別の当事苫適格立）具刈りの必要か規定されていない

から、この、＼月で不正競争防止汰中、 1lt」記当事者遥

格に閃する規定の部分は削餘する必要がある。

判； 2. サービス・マークに対する小正競争ij^一，店を明

示する規定を不正競争防止法第1条中に創設する

必要がある。

（理由） サービス・マーク保晶ぱ戦因の大労であ

り、条約第6条の 6の本旨とするところである。

ところが、不正気争防止法第 1条第 1号の規定ほ、

「広ク認幽セラルル」いわゆる周知な簡標の使用

される狭義の商品のみに関するし、同条第2号1ま

「他人ノ営業タルコト」 が周知となっていること

を条件とするものであるため、これらの規定は、

個々のサービスに関するサービス・マークの保設

に役立たない。また、条的第 6条の 61ま、サービ

スを表示するために使用するマークか姑歓nである
ことを条件としていない。そこで、こうした制約

を離れた直接的な保設規定が必要である。

第 3．不正競争防止法第 1条第 1号中「他人ノ商品

卜混同ヲ生セ、ンムIレ行為」の規定の部分は削除す

る必要がある。

理由 条約第6条の2の改正は周知商標の模倣商標

の使用者に対して、その使用の禁止を請求てきる

という直接規定てあるから、現行不正競了t防止法

第 1条第 1号のii」，心規定は、条約に豚触すること

となり削除の必要がある。

第 4．不正鋭争防lL法第 1条第 5号の規定は、条約

第10条の 2第3項3号の規定に適合せしめるよう

改正する必要がある。

（理由） 現行法第5号の規定は、これを条約との関

連てみれば、条約第10条しり 2第2項による慣習規
定とみることができる。しかも、同号は、誤認表

示の媒体に、限定がイ［在しており表示行為の範囲

にも限定がなされている。 lかし、条的は、これ

を相当に融通性のあるように広く迩用の余地を認

めていることから、この条約規定に適合する如く

改正の必要がある。

第 5.不正競争防止法第4条も条約第 6条の 3の改

正：こ適合する必要がある。

（理由） これは条約第6条m3J)改正に什う形式的

改正の必要にもとつくものてある。

第 6.不正競争防止法第6条は商慄杭の行使と認め

られる打為については本社夏虞用除外を規定して

いるか、条約第6条の2の改正との関係において、

昨慄権の行使と認められる行為であっても、それ

が本（去氾 1条第 1りに該当する行為てお乙場合に

は、本条の適片Jを受けないよう措置する必要があ

る。

（理由） 条約第6条の 2は、合緑商標てあっても

それが過誤登録であって、当該商標の使用が他人

の周知商椋との間に混InJを生ずるような場合にIま、

その使用の禁止を求めることかできる旨を合めて

定めにものと解ずる。したがつて、この使用禁止



が、条約により定められるかぎり、当然に現行不

正競争防ll：法第6条の規定については、捉案の如

ぎ桔置をすることが必要となるのてある。

§補足意見

(1) 条約改正に伴う暫定的改正としてぱ以上の点

が考慮されるべぎてあり、これにそう如くその

他の関連規定部分に技術的修正を加える必要が

ある。

(2) 条約第10条第 1項の改正は、条約旧規定に重

要な変更を加えたものであり、したがつて、不

正競争防止法第1条第3号の改正が必要である如

く見えるが、しかし、この規定は昭和25年改正

により条約第10条第1項と関係なく、独自の性格

のものとなっていることから、今次の条約第10

条第 1項の改正により不正競争防ll法第1条3号

の改正は必然づけられていない。したがつて、

この条約第10条第 1項の改正による処理ぱむし

ろ関税法および関税定率法の改正によって処理

するのが最も適当てある。

(3) 条約第 6条の 21ま、ぎわめてあい主いな規定

てあって、規定の文言はもとより、各回代表の

見町を参照しても、商楔の登録の拒絶および無

効と使用竺止との手統上の関刑が明仰にされて

い左いc この，',門につし、ては、使／ii主義法制を採

る国と合鉗主義法制を採る［月とては、解釈もそ

れにもとづく通用も買なる可能件があるが、わ

、か国としては周知商標の札利者を撫設し、ひい

てぱ、一般大衆に混同誤認を生じさせないよう

鮫密な登録主義法制を、特に、この間jては羨和

し、形式(Iり，こは登鉗にもとづく杭利の行使ごあ

つても、それが不正と思われる場合こは、拮止

することが必要てあるとのl返旨におし、て、特

に、本意見臼第 6にふすとおり現り不正ぷ；ii防

JL己、第 6 条こ対する適用以外•})規定の訓設がの

そまれる訳第てある，う

会長

武田菱品工業株式会社社長 式田長兵衛

詞会奴

協和酌酵工業株式公社 『［長 加藤珈三郎

東tr←コム工業株式公社社長 富久力怯
株式公礼⑰津製作所晶1j社長上四兄ニ
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陀印ネオプレン株式会社常務取締役井上 尚一

東京槻器工業株式会社 常務取締役松宮健一

会員会社 164社

69. 昭和37年11月7日付 特許行政に対する要望

書

(1日通産省産業技術分科会宛、

日本特許協会会長）

近米、一般的科学技術の革新が急速に進展し、こ

れに伴つて広く国の内外の企業間の技術交流の活発

化、貿易の自由化等の状勢に対処ずるため、特許問

題に関する一般の関心は急辿に高まり、各企業にお

いては、特許管理を独化して牡許による工業権益の

保晶調整をはかり、また特許制度のもとに科学技術

の振興をはかる等の気運が増大していることは同炭

にたえないところてある。

しかしながら、現在の特許制度ないしその運用

は、必ずしもこれ等の気連に適合した状勢とはいえ

す、むしろ逆にこれを凪古しているのてはないかと

考慮される面もなしとしない状況てある。

したがつて、今日制度自体の改正を合めて、抜本

的にその連用の改正をはかり、牡；；］制度本来の目的

に副わたい恐れのある点を改善することは喫緊の要

務と考慮ずるものてある。

以下制度とその運用の乳状と、これに対する要望

事項を巾述べたい。

1. 審査およひ塙判の促進につし、て

1. 1 問姐点

(1) 4］叶，庁におげる昭和36年末の1戸信用新案吝

査．の沿貨は約24万件とのことズある。事実現在

出仰から公化決定（あるいは担絶在定）にいた

るまて平均 2.7年、はなは紅しし、ものば数年の

長期『』を安してし、る。

このために、

｛f) ある技術が殆んと常識化してから数年後

に、それにつし、て他人の牡訂が公告される例

し少なくなし、 0)ズ、企業の生麻文ある祈しい

製品への進出について、安心して註両を立て

ることかズき；L;し、。良た、折角立てた企両が

そのために実釘不可記となる危I羞！かある。
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（口） 一方、出願人側から見れは、公告前に校倣

者が出て、折角苦心研究した新技術の利益を

亨受することができず、何年か後になって権

利を得てら、その杵利はすてに急速な技術革

新の波の中に沈んで空権と化しているか、あ

るいは模倣を排除して自らの権利を擁謡し確

立するために多大の犠牲を払わなけれ且だら

なし、ことになる。

1. 2 希望事項

上記の欠陥を除くためには特計出願後少たくと

も1年半位て特許の許否決定が行芯われるよう、

審査・審判を促進されることを要望する。

1. 3 具体的対策

上記希望事項実現の具｛本的方鋭として、

（イ） 窟査官の研修を強化して、その能力の向上を

はかり、審在資料を整備して麻査官に利用し易

くする。あるいは審査官の増員などの方策をと

るべきである。

（口） もし現在のぼう大な滞貨が、審査促進のため

の諸方策史嵐の大きな1尊害とたつておるようて

あり、これを一掃することによつて今後の審在

期間の近正化がはかられるのてあれば、例えば

暫定的に滞貨を無審在公告するなとの思しぎつ

た梢置も考えられたい。

いただし、審査促進のために、吝査の中途乎端

な簡略化を1まかつたり、審査水i加の低下を来し

たり、あるいは審査がずさんになつたりするこ

とのないよう考慮されたい。

2. 審究甚糊について

2. 1 問題点

出願件数の急増、審査官の急激ーシ旦爵員、審在の

促進などのたふに、審査某準が不統一となり、また

絶えずその基準が変動して、どんな発明が特許さ

れ、どんな発明が特許に値しなしとし、う基準が極

めて不明研てあるように思われる。そのために、

V1 個々の楊合の出願の要否の決定が困難てあ

り、企業あるいは個人としては、何でも一応出

願しておくという方針をとらさるを得なしため

に、無駄な出願あるいはいわゆる防衛特許出願

が増加し、出願件数は世界ーというふうに徒ら

に増加している。（このことは審査促進につい

ても大きな障古となつている。）

（口） 公告されているものの中には、権利の与えら

れる対象となる技術が、当時の技術水準に照し

て必らずしもそこからぬきんてていないと思わ

れるようなものが相当見受汁られる。

（べ 当然のことと考えていた技術が、後になつて

第三者の出願として公告されて、その対策に側

用の努力を強いられる事態が発生する。

などの欠陥を生じ、牡汀制度か技術の進歩と凡業

の発展にとつて、かえつて悶害となりかねない状

況のように見受けられる。

2. 2 希祖事項

（イ） 我が国の技術水準からみて適切な客奔甚準が

決められ、且つ公開されるようにされたい。

（審査の立延もこのことを困難にする一r}］とな
つている。すなわち、現在審在の対象となつて

いる技術水準と社会一般の技術水準の間に大含

な懸隔がある。）

（口） 審査官の増員と授構の細分化の結果、 1人の

若府官の受持つ技術分野が細分されて、審査官

の視野、見解がせ主くなるという弊害が生じな

しヽ ようされたい。

砂個々の審査官の問の個人差の生じないように

されtこし、0

2. 3 具体的対策

（イ） 各部門別技術分野において、審査の基準が適

正であるかどうかを再検討されたい。

（口） 問題のある法律解釈については、できるたけ

早い機会に積極的に特許庁として統一解釈を出

し、これをその都度公表されたい。そして一旦

決定されにものの変リ］は、裁判所その他上級機

関の判断に従つて行なうように制度化された

し、

゜
＂ヽ審在猜ボを速やかに決定し、公表されたい。

（イ）（口）りについて1ま、委且会などの機関を設げら

れる必要もあろう。

ビ審介官の研修を充分にされたい。但し、ある

倒人の審査官の能力の向上により、特異の審査

基準、江律解釈をとることのないよう留窓され

たし‘°

困 実用新案制度；ま、審在桔卓の適止化と統一の

障者となつているように見受げられる点もある

ので、これが廃止こついて再快討されたい。

的先使用権、先発明権を強化して、特に出願し

なくても安心して発明を実施でぎるよう iこ、制



度の改正を考慮きれたいc

3. ~冒直I]良の再検―H,t

3. 1 且訊｝、と1::i氾点

（イ） 新牡許江は、仝体に亘つて極めて大帽な大改

庄てあったため、各所に問題が残っている。旧

牡印人がそうであつたように、これが理想の形

と左るまては幾多の修正か必要なこと：よ明らか

てあり、一方同悶条約との関係も、応お引ぎ読

ぢ起つてj、る。

位） 審青促進の間むこおし、ても恨本的に制度とし

て考えなげれはならない間恙もある。

3. 2 希叩ボ項

（イ） 化学物質特許制度採用の可否を検詞ナベき闊

期てあると思われる。 (f可年か前に反対が多か

ったとしても、情勢は絶えす変化していること

を考えなけれ：i欠ら衣＼，ヽ。）

（口） 刊定制）及は、新法におし、ても最も間姐の少し、

点の一つてある。広律的な価仙か不明こあり、

掴度として再i羞tされたし ‘o

い東京には地裁、闘裁にそれぞれ工業所有権間

足についての牡別部かあるが、これを東京以外

の裁判所にも設げることについて、関係力面と

連絡、審理ずるため、主導的＾立場に立つて努力

されたし、 (1

仁） 應匠制良iこついても、やむを得す民間の業秤

別組合左と文私l庄の類否判附rなとを行tょつてい

る産業分野があるが、このことは視在の瓜l庄化lj

度こ問題ヵ団あるからてあり、闊度として出検討

されたし、0

寸文3
 

つJ 策

特許制度を位叶ずるために、審議会を設四して、

すみやかに検』を間始されたし、0

4. 大阪通附碕叶訂立について

4. l 間近点

近畿地方か、わか国のJ)『業J...非常に重要な坦位

にあることは、十分仰忍試しし、ただし、ておるとおり

ておるが、これら産業に関するエ菜所布椛図係出

鳳こ／）いても、 jlこ畿は全国の30％をr1iめて．t3り、

四日本を含めると略50％に、1：：こずるのては，＇．；し、かと

考えられる c

このように、二l_］業所化椛閏係におし、ても近畿地

方ぱ爪央な地位を占めているが、大阪はその近畿

地方の中心ともしヽうへき位置こあり、産業上、文
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通上だどから見て、工業所打権関係業務上枢要の

地位にあるといえる。それにも拘わらず、牡許庁

が東京；こあるために、十分な意思の疎通を欠き、

また工業所有杵関係の諸柿の謁在も十分に行なえ

なし、など、幾多の非常な不利益をこうむつてしヽる。

4. 2希旱

-卜記のような地域差をなくし、大阪在住者との

連絡を累密、且つ容易にして、不当な不利益をこ

うむることのないよう配慮されたい。

4. 3対策

（1) 牡許業務の処坪において、特許庁まて行かな

ければ処理てきなし、事項が種々あるか、これ等

の重点的な一部を関西ても処理てきるよう新た

に考慮されたい次第てある。例えば、

c， 特i午出願書類の悶闘

（関西側に副本を仰えることが必嬰となるが

その技術的間題について（ま抜万技術等の進歩

した現在、方iムは考えられるのて1まないか。）

◎ 出願書類の力式審査を含む受付

ロ； 椛利者別カードの閲覧
◎ 大阪において、口頭審理および証拠調べの

実椀

なとについて検叶されたい。種々の囚難がある

ことはぜ像てぎるが、単に困難てあるというこ

とて放似することなく、次善の策を考えるなと

一つづつ困難を排除して実施iこ努力されること

を希望する。

(2) 上L]出の実現のために、特許室の人員の増員と

椴構の整備、事務所の拡允、あるいは必要な予

算措府等iこっし、てこ考應願いたい。

（現在ぱ定員もなく、予算も芯いような現状

と承わつている。）

70. 昭和38年 7月17日付 工業所有権制度の運用

改善についての要望書

（今井竹訂庁長官宛、日本牡謹協会会長）

当協会におぎましては、かねてから、賣庁との定

例連絡会議などの機会をとらえて、工業所布オ酎制度

の圧用改缶こ閏し、個々の閏題ことに或いは綜合的

に種々こ要望申し上げており、買庁におかれてもこ

れからの要望を真剣に検n.J~ どれ、可能な範囲こおし、

て注次お取り上げ頂いている次第てありますが、現

状を廿叱ぶ〉ます1こ悦残されている間むか、か多々あるよ

うに感する次第てあります。
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現在特許出願等の買常な増加に対処して審査促進

の問題解決を計ることを主目的としてエ葉所有権制

度改正審議会が再開され、審諏の主要議題として制

度改正の問題並ひに制度運用改善の問題も取り上げ

られていると仄関しておりますが、如何に優れた制

度が制定されても迎用の妙を得なければその実をあ

げ得ないことは当然のことでありましてそのため運

用改善の検討とその実施は極めて重要な事項てある

と存ずるものであります。

同時にその裏づけとなる充分な予算措置を講ずべ

きこともまた当然なことであります。

ょって当協会としてはこの機会に特に次の点の運

用改苦を要望いたしますから早急にこ方訊策下さるよ

うお願い中し上げます。

なお、連用改善実島のためには当協会といたしま

しても出来る限りのご協力を申し上げる所存てある

ことを申し娠えます。

1． 事務の合理化についての抜本的な旋策

2. 審査、審判の運用方式ならひにその事務管理に

閃ずる事項の改苦と能率化

3. 管理根構の充実

4. 明細書の質の向上のための指嬬り蚕化ならひにそ

の厳正な規格化

5. 審五陥半の向上、統一ならび：こその公表

6. 審咋賓料の整節充実ならひに資料管理の強化

7. 公恨類の印刷発行能力の拡充

8. Ji古の拡充

（附記）

上記要望事項実抱のための具｛本的事項を項目別

に列記しこ参もに供しまナ。

(1) 第 1項について

出願受付げから、方式審丘・願占蛋号与え・包

袋作成・審査カート作成・伶知審五・審査音の

手凸こおばる出願占類の保管iこいたる事務の方

式を改泊し、ま仁人員・機器の配鳳を械記的こ

し、蜆在の所要期間 4~6カ月を1カ月以Iぶこ足

縮されたし、0

(2) 分類審府官の拡允強化をはかられたし、0

(3) 発・受伯手且を能半化するよう考慮されたいる

(4) 各種番号の与え力（たとえは顧古番号、打計

番号）を再検討されたい。

(5) 脳員の作業環投を事務槻岱を元伽して事務能

率のあがるように改癒されたい。

(6) 電子計算機の尊入による事務管理の実現を促

進するよう努力されたい。

(7) 出願書類及ひ原簿の閲覧室を拡張・改善し、

かつその受付・書類供覧複写・返却等の方式を

改善されたい。

(8) 審査官、審判官が本来の審査、布判業務に専

念てきるよう、附随する雑事務の補助事務員に

よる処理を考慮し、その処理能力を拡充された

し、
C 

第2項について

(1) 審査官を増員されたい。

このために、待遇の改苦、身分の保障、環境

の改善をはかるとともに、審査官の義成機関（例

えは技術系高校卒業者を対象とする 2年制短期

大学のごときもの）を設置する等の方法をとり、

技術系大学卒程度の人員の獲得について格別の

考慮を払われたい。

(Z) 審壺官の専門技術の研修を強化されたい。

このために、学術図書・雑誌の閲謡の設備を

作るとともに、学会・展示会等への参加、工場

・研究所の実地見学を行なうようなシスラムを

とられたく、また新規技術講曹制度をより］直化

されたい。

(3) 機械検索の畢伽をさら 1•こ！直化されたい。

第 3項について

(1) 庁の業務全イ本の事務管理の恒久的な体制がと

れるように特許庁副長宜又は次長制を新設ずる

ことを考慮されたし ‘o

(Z) 廂査長を培旦し、布介業務の竹理が辺正かつ

円沿に行なわれるよう考慮これたし ‘o

(3) 庁の日常業務の泣れを管庄し、必要に応じて

これを調整し、またぱその是正を勧青する管迎

担当部署を設既するようなことを考応、ごれた

し、
゜

(4) 分類間に見られるf持オ碕件数と‘蕃査］』［』の

叶均衡を調整するよう富査工宜管叫噂石i』笈

を考慮ふれにし ‘o

第 4炭について

(1) 明細古の様式・｝廿瓜•月j 澁· •卜贔虞阜~・碁頬

叫 iij形式等をさらこ註瓢こ規格化し、これな遅

守するよう指尋されたし ‘o

(2) 不明確な請求の範囲のり］細昌は、そのまま公

告決足せずとしとし担絶理由叫知を出すよう考



慮されたい。

第 5項について

(1) 進歩性の判断に関する技術的審査基準を引上

げられたい。

昭和34年当時上記要望が庁ても取上げられ、

34年7月にお叶る庁の審査審半lj促進総合対策の

ー事項として打出されているが、現在ではむし

ろ逆の方向へ向いているように思われる。

(2) 各技術分野ごとの審査基準は、ちく次作成さ

れつつあるが、これと並行して＂一般的な審査

基準＂を早急に作成願いたい。

(3) 上記(2)の各審査基準を公表することにより出

願人自らが出願の可否を判断できるよう考慮さ

れたい。

(4) 出願人が出願に際して、先行技術の調査を励

行するようさらに強力に指導されたい。

このために、特許公報類の分類したものの供

覧個所を全国的に増加されるよう考慮された

し‘o

(5) 拒絶査定となり審判へ移つた事件（原査定支

持の審決あったもの）については審決と同時に

明細冑内容を公示するようにされたい。

これが審査基準統一のための判例的資料とな

るからである。

第 6項について

資料館の機構を拡充強化し、内外公報類のみな

らず著書、雑誌カタログ等の審査資料をさらに充

実すると共にその分類の整備と資料管理の強化を

行い、審査官が一屈能率的にこれら資料を活用し

うるように考慮されたい。

第7項につてい

現在公告決定から公報発行までに 6カ月～11ヵ

月を要しているが少くとも 1カ月となるよう施策

されたい。

第 8項について

上記要望事項の実硯にあたり審査促進のための

要員を収容し、環境を改善すると共に事務楓械を

導入し、事務の合理化を計るためには、現在の庁

釦ま狭隣であるはかりでなく上記近代厖設に合致

するよう改苦することも困熊と思われるので、庁

舎の新設を早急に実現するよう考慮されたい。

会貝会社183社
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71. 昭和38年 7月17日付 工業所有権制度改正に
関する要望書

（工業所布権制度改正審議会会長宛、日本特許
協会会長）

近年わが国における特許等出願の異常な増加に伴

う事態のオ［開のため貴審議会が設置され慎重にご審

議されておりますことについて当協会は大なる期待

を寄せている次第であります。

当協会は工業所有権制度を実際に活用する立場に

あり、この問題に重大な関心を有していますので下

記の諸点につして要望申し上げますから格別のご審

議を賜るようお願い申し上げます。

記

I 審査方式について

n 実用新案制度について
III 制度運用改善について

I 審査方式について

発明を適正に保設すると共に第竺者に安心感を与

えるためには、完全な審査主義を堅持する要があ

り、審査を簡略化して完全審行を放棄するような内

容又は審査基｀中の低下を招くような内容を含む審査

方式は絶対にとるべ含てはありません。他方、研究

投資の霊複を防止し、又新技術の製品化あるいは企

業化を不安なく行ない得るようにして産業の発達を

円滑に促近するだめには発明内容の早期公開が必要

であります。しかしながら完全審在は発明の公開を

遅延させる傾向があり、早期公開は審査の粗略化を

招き易いため、これら両要求には互に相容れない面

ぶありますのて、出願件数の増加と審査人員の不足

とに悩む現状において何ら法律の改正を行なうこと

なく両要求にそい得るような審育促進を期すること

は、ぎわめて困難といわざるを得ません。従つて両

要求のいづれをも可能な限り瀾足せしめながら、し

かも出願件数の培IJuに即応して審杏の促進を迂成し

得るように、現行の審査方式を一部修正することii

妥当な措置と考えられます。

よって、当協会はこのような見地にたつて次のよ

うな審査方式を提案する次第であります。

1. 出願の審査（ここにいう審査とは、出願公告決

定まで又は出願公告決定が行われない場合担絶査

定まての客府をいい、異議中立の審査および出願

公告後の客査を除く。以下同じ）は出顕日後所定

期間（以下この期間を便宜上払鴻審査期間という）

内に終了すへきことを規定し、布査の結果担絶理
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由イヽ存在の出冗iこついては現行社二従う出願公告

を打ない、以後現イ」出の規定の通り処理する。

2. 上記の規定iこかかわらず、止むを得なし、事由に

より砧準靡査期間内に喘在が竺了しなし、出願およ

u審在を終了したが、その後古汽ビが服審料に係屈
中て崖り宴竹期間舒心の日に公告決定を胃てし、八

し、出願（ま、審査、寓判l(/）以附のいかんを1:：Jわず、

革年審在期間粍過後此知こその発明の内容を公間

する。

3. 公開した出願につし、て1ま、公開後誰でも特許1『

宛に需査佼料を通知又は提出し得ることとする。

4. 公開した出願の＇蕃査ズは宮刑は、桔年裔卦朋閻

が経過したからとし、つて打切ることなく、出釦公

開後もそのまま紐行し、現行誌の規定に従い出顧

公告、査定又1ま塙決、翌鉗等の処理を行なう。

5. 却卓蒋•ft棚間内に審省終了し、拒絶在定を受け

て弘準害在札月間内に在定確定するか又は几準富査

期間経過時に丑定未確定て係属している出狐及び

基悲審査期間中に放棄された出願も、苗1仕害介期

間経過後1[［ちに公開する。

6. 査定か確定ずるまては、出顧を取下け得ること

を明定し、姑｀1位審行期間経迅前に取↑げられ、又

は無効にされた未公告の出願；こついては、その発

明［付容を公l見しなし、こととする。

7. 先願（砧年富査期間内に取下けられ、人は掴効

にされた小公開の出願を除く）か公開又1ま出願公

告された後におし、ては、その明細褐およひ凶面に

記載された事瓜はすへて後顧に対する同一発明刊

断の資料として使用し得ることとする。

（附記） ．j---叫方」・いを実是ずるた図）の訓目、怜いにこ

れに関連する事項に一つぎ別紙 1「'番査方ュ＼実殿

細日およひこれに関連する市項(/)試案」をご参

考1こ供します。

II 実用新案伽度について

実用'{'.fi案闊良60年の陀史こおし、て、そcぅ11［した役

割を心小にllf価してはならなし、ことは；；うまてもあ

りまん。しかしこの糾良を出化させに経済的或は礼

会的八事恰：よなお今日そのぎま存誌してし、るとは信

じられません。当協会は実用新案伽度につし、て快履

を尽した結集、祝行の庚用祈案訓度は正業の発正に

脊与する面よりも、むしろ遥かこ多くの阻‘古ずる面

を有すると思われまずのズこの際英間をもつてこの

制度を廃止することとし、それにより、わか国産業

技甘］の一層 0)向上をはかるべきてあると考えます。

（「実用祈案制度廃止のJT11由」）についてぱ別紙2を

ご参照願し、まナ。」

しかしながら政策的配慮から川］時克1［を出難とす

る真iこ止むをえない事情があれば、辻渡的段i]]とし

て視行止を次のように修正の上存紐させることもや

むをえなし、ことと考えまず。

1. ‘喜介凡準の向上

日常‘11然のL夫活動iこ屈し独占的杵利を与える

に伯し、し芯し、ようなものの登鉱を迎けるため、法

律上明文をもつて容易に考案てきる程度のものしま

登緑しなし、行規定するe

2. 椛刊1'呆謹の内容

(1) 対依技術分野の限定

限定列拳による竹定の商品のみを対象とする

ことも一索てあろう。

(Z) 権利灼力の適正化

（イ） 効力の間間的限界を知縮 (3~5年）する。

（口） 差JL請求f打を認めなし、て、不当利得辺罰請

求権または実椀料口か求権を認める。たたし、

江 il]；上〗』 とずることには

囚難があるならば、一定のi恥［金を供託した

場合は差ll諭求を加鋲しまた差止てきないこ

ととしてよい。

い 実託の裁定を請求し得る範囲を拡大ずる。

(3) 杭利範囲の明確化

明細古の仕録晶求の範囲記載の内容に限る。

3. 審丘方式

肋記1の番在力人の改正案を斗［用し完仝審在方

」〖をとる c

III 判度運用改汗について

本件については特1；ri]『長官宛別諒写の通り要情占

を提出いたし菜したのて、趣旨こ了承の上この改吾

実現のためピ要」ょ措筐、特に充分な予尊措置のとら

れるよう格i定のこ尽力をお刷ヽ111し上げます。

別鼠 1 庸fr方」＂＼実加祁］日 t5よし＼、これに閃連ずるボ

項のぶ案

(1) 払鳴宵介助間は、出願且から18ヵ月とする。た

たし、俊匁椅主張0)出願については、原出屈の出

願1．わから起虹するものとする。

(Z) 出願Hから 6ヵ月閲経退した後ぱ、拒絶理由通

知又ぱ只議巾立．に対処ずるための補正以外の自発

的袖正を叶どないこととする。



(3) 公開は出願公告のための公報とは別個の公開用

公報に、出願人、願書番号、出願日、発明の名称、

発明の要旨、即ち牡許請求の範囲およひ必要な図

面、分類を掲載して行ない、審査又は審理未了の

出願と拒絶査定又は放棄il)出願とは明瞭に区別す

る。

(4) 出願書類の刷本を提出させることとし、公開と

飼時に誰にでも出顧書煩の閲覧、謄1iを許す。

(5) 窟査未了の出顧の公開に当つてぱ、審査未了の

理由を公示する。

(6) 公開出願に関する審査資料の通知又は提似は、

箇単な形式で願書番りと資料名を記載した書面に

資料写を添付して差出せば足りることとし、手数

料は不要とする。

(7) 公開後の審査、審理においては、一般から通知

又は提供を受けた貿料を参考とし得ることとす

る。

(8) 公閲された審青又は審理未了の出願iこついて

は、登録後において、公開時に遡及する損害賠償

又は不当利得返還の請求権を認めることとして保

護を与える。

(9) 出願公告された出願については、不登緑を解除

条件とする差止請求権ふ発生する (i且古賠償又は

不当利得返還の請求権については、現行法通りと

する。）ことを明定して、公開出願に対する保設よ

り弧い保設が与えられることを明らかにすること。

(10) 出願公告された出願の保護のための玉ll-；請求権

は、佼害物の廃棄、設備の除却その他の侵害予防

行為を請求し得ず、単に侵害行為の停止のみを訥

求し得る椛利とすること。

本番介方式の利点を概謁すると次の通りてある。

（イ） 出願の審査（沢議中立の審査およひ出頴公告後

の富査を除く）を終了すべき基準審査期間を明文

て規定すれば、たとえそれか訓示的なものであっ

てもこれが逹成1こ必要な行政的裏付けを確保する

ことヵ容易となり、また審査に当る名はこれに従

うよう努力することが必要となるのて審査の促進

が逹成される。

｛口） 基準審査期開が定められていても、例外的に、

止むを得ない理由てこの基準審査期間応に審査を

終了し得ない場合、実院はその審在が終了するま

で出願内容が秘密に保たれるのでは、二重投資の

不利益や製品企業化の計画や遂行に不安を招くこ
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とになるし、他方審査未了の出願がそのままで、

審査終了の出願と同様に、出願公告されると第三

者に著しい迷惑を及ぼすごとになるが、基準審在

期間内に需壺末了の出願は甚準客査期間経過直後

に一応その杓容を公開して秘密を解ぎ、しかもこ

れについては公開後も需究を続行して拒絶理由の

ないものだけを出願公告すれば、上記の弊害をす

べて防止することができる。

（ハ） 自発的補正を出願日後6カ月に制限することは

窟査促進に役立つ。

（二） 公開出願について一般から審査資料を通知させ

ることは公開後の審査の促進に役立つ。

団 出願書類の副本を提出させることは、公開のた

めの公報の印則、書類の閲覧、謄写等によつても

たらされる審査の妨害を防止するに役立つ。

い 出願公開に際し理由を公示すること1ま安易に基

準審査期間を徒過して出顧を公佃することの抑闊

に役立つ。

（卜） 公開又は出願公告された先願の明細因および図

画に記載された事項をすべて後願に対する同一発

明判断の資料とすることは防衛出願の防止こ役立

つ。

任） 拒絶又は放吏の出願を基準席朴期問経過後に公

開することとすれば、審査が遅れて基準審査期間

内に客査終了しなかったために、後日審企の結果

拒絶されて権利の発生したい出願1こ対しても、猜

準審査期間粍過後公開するという処置をとること

とのバランスが得られることになるし、守た、先

願楕発生の理由付けの正当化、審壺基料の確立公

開、類似の出願の富壺資料としての利用、無駄な

出願の防止，こ役立つ。

(1) 公開したもの1こついても、その審査終了後更に

出願公告を行うという制度をとれば、出願公告さ

れた時に異議申立手続を取ることができることは

従来と厠じてあるから、研究投賓、製品企業化計

画等のために閃心のあるものたけが公開の時に調

査すればよく、他人の出麒こ対処するために、特

に各企業の負担が過大になるというおそれはな

し、

゜
図 現在滞貨となつている窟査未了の出願について

も、本方式を近用すれば邸琳布卦期間経過の出願

はすぺて公開されて秘密保持の要がなくなり、外

剖椴関に審査資料の調査を依頼する等の方法が可
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能となるので、早期に審査を終えることもてき”又 度を採用してい乙国に汰しので、特許の国院性

出願公告も印刷骰の予算さえあれは外部印刷所を が重視されている世界的煩向に合致ナることが

利用して早急｝こ行なうことぶてぎる訳で、特別の できる。 会員会社183社

臨時的措府を講じることなく、比較的円滑iご滞貨 72. 昭和29年以降の発行資料目録

の処理が可能となる。 1. 30. 3 研究と特許との関連について

別紙 2 実用新喀制度吃I.I::if)理由 2. 30, 3 イギリス意胃注甜l]について

1. 実用新案制度の弊喝 3. 30. 3 特許図再館活勁と特許文献学序説

1) 現行実用新案制度が登録の対象としているも 4. 30. 6 ICC東京総会に閃する資料
のは公知公用の考案から「極めて容易に考案を 5, 30, }1 I甘許実控契約チェックリスト
なし｛昇たもの」のみを除いているに止まり、容易

6. 30. 12 t『許事務参考資料
に考案しうるものまて合んている。これは今日

特訊発明明細書の書苔方外7件
の企業にとり日常行われるへぎ当然のエ丈活動

7. 31. 2 公開された米日原子力委旦会所有の特
の範囲に含まれるものであり、このような独占

訊
権を与えるに値いしたい低級のものにまて10年

8. 31. 6 ワシントンにおける国i匁工業所有樹保
にわたる強力な独占権を与えること：ま第三者の

詞湯会 (AIPPI)紀公議凶
自由活動を阻古し、陀業仝｛本の発逹を阻害する

9. 31. 11 方江特訂に閃する調査の綜合報告
こととなる。

10. 31. 12 工業所有楕制度改正富議会答申案
2) このように低し程度のものにまて長期：ごわた

11. 32. 4 工業所有権制度改正審訊会答111案の説
り、牡許と変らぬ強力な独占権が与えちれるた

閉
め、防術のため徒らに出願することを余儀なく

され、出願数を著しく培1Jnさせ、 1種の悪循環
12. 32. 8 特計請求範囲に多項制を採用すること

を生じている。
の是非

3) 特計伽度の対象とする発明と実用新案制度の
13. 33. ドイツ及びフラソス商杷法制度しこつい

対象とする考案との差異或は限界が、不明確で て

あるため利用の面で混乱を生ずる。
14. 35. 6 各社のい許管理の現況（牡許管迎 附

4) 乎常の企斐内工夫活動で得られる桓度の考案
和35年 6月号）

を保詭ずるため、一良権利化されると激しい波 15. 36. 5 類似虹匠についての一考察

瀾を業界に与え混乱を生ずる。 16. 36. 5 商標登謀表か略記砂としてRを使用ず

2. 史用新案制度廃止による利益 ることにつして

1) 国民は産業の進歩に特別の寄与をしない当然 17. 36.12 公報の再編成と副分類公報の発行につ

の日常企業活動上生じた考案の出願及び権利の いての調壺報告

処理から解放これ、国家ぱ出罰の処理や訪争の 18. 36. 12 特許文阻の調脊にltllする報告

処刑の為に費していた努力から解放されること 19. 36.12 朦務発明に関する社内規定について

になる。またこの結果年、『許庁に対する出願の迅 20. 36. 12 外曰商粽豆鉗手続の概要

多が防止、松附され、引いて出願処理が促進さ 21. 37. 12 ヨーロ‘）バ:tt日体 (EEC)と二業所有
れて、座業界の工業所有権活用にひ益すること 椛制度

かできる。 22. 37.12 工業所1叶位の信＇理 iこ関するアシケート
2) 先進国にI3いては、我国のような実用新案制 集訂表（特許管理昭和37年12月号）
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